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Ⅰ　すべての女性の活躍

基本目標Ⅰ

№ 具体的施策 施策の内容 担当課名 令和４年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

令和４年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

1 市広報や講座の開催、資料の発⾏による男⼥共同参画に関する啓
発

 固定的性別役割分担意識の解消を始めとした男⼥共同参画
社会の実現のため、市広報やホームページ、講座の開催や資
料の発⾏等により啓発します。

人権推進課  ホームページの充実、市広報
紙、男⼥共同参画センターの情報
誌の発⾏や講座の開催により啓発
する。

情報誌発⾏４回 情報誌
 春・夏・秋・冬の年4回、
 自治会回覧他、各5,500部発
⾏。
男⼥共同参画週間記念講演会
 開催⽇︓7⽉2⽇
 講 師︓⽵安栄⼦さん
 参加者︓会場96人 Zoom2人
各種講座（出前講座を除く）
・弁護⼠による法律セミナー
 開催⽇︓11⽉16⽇
 講 師︓⼭本優⼦さん
 参加者︓会場18人 Zoom14人
・男⼥共同参画セミナー
 開催⽇︓1⽉28⽇
 講 師︓島⽥妙⼦さん
 参加者︓会場33人 Zoom8人

Ａ

 情報誌は自治会を通じて全⼾回
覧することにより、多くの市⺠の
方にご覧いただき、高評価をいた
だいている。
 また、各種講座や講演会を対面
とオンラインのハイブリッド形式
で開催することにより、遠方の方
や⼦育て中等により会場参加が難
しい方にもご参加いただけた。

人権推進課  公⺠館での出前講座において男
⼥共同参画センターが主催するセ
ミナーのチラシを配付するととも
に、既存団体等に講師を紹介する
等積極的に支援する。

 出前講座 6回
 今年度は講師紹介の依頼はな
かった。 Ｂ

 公⺠館の出前講座では、高齢者
セミナーや⼥性セミナーの受講者
を対象に様々なテーマの講座を開
催でき、合計333人の方にご参加
いただけた。

⽣涯学習課  公⺠館において、男⼥共同参画
センターと共催で、⼥性セミ
ナー、高齢者教室等を実施する。

2回  男⼥共同参画出前講座と共催で
３回実施し、積極的に男⼥共同参
画についての意識形成の促進に努
めた。
・11/17開催「⼥らしさ男らしさ
は作られる」（志染町公⺠館）
・1/18開催「自分らしく⽣きる」
〜ＬＧＢＴってなんだろう︖〜
（緑が丘町公⺠館）
・2/5開催「私が気づく、私が変
わる、社会が変わる」〜次世代に
どんな社会を⽤意しますか〜（⻘
⼭公⺠館）

Ａ

 男⼥共同参画に関する理解を深
めるために今後も計画し、意識形
成に努める。

3 市職員の意識づくりと市の発⾏物等における「男⼥共同参画の視
点からの表現ガイドライン」の活⽤

 市職員の男⼥共同参画に対する意識改⾰のための研修を充
実するとともに、市の発⾏物に「男⼥共同参画の視点からの
表現ガイドライン」を活⽤し、固定的な観念にとらわれない
ような⽂章表現やイラストに留意します。

全庁  具体的施策３のシートに記載

自己評価︓A…効果有 B…課題有 C…効果無

 男⼥共同参画に関する理解を深めるため、公⺠館の各種セ
ミナーを始め、既存団体等に対し市からの情報を提供すると
ともに、講師派遣などを支援します。

2 既存の団体・グループにおける男⼥共同参画についての意識形成
の促進
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Ⅰ　すべての女性の活躍

№ 具体的施策 施策の内容 担当課名 令和４年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

令和４年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

4 男⼥共同参画センター機能の充実  男⼥共同参画社会を実現するための拠点施設として、図
書・資料、講座、交流、情報提供等を充実します。
 また、⼥性が自らの能⼒を⼗分に発揮し、自分らしく⽣き
る⼒を⾝につけるための学習の場を提供するとともに、⼥性
が直面する様々な問題についての相談事業を充実します。

人権推進課  男⼥共同参画に関する図書や資
料の充実に努めるとともに、男⼥
共同参画センター運営委員会とコ
ロナ禍での啓発方法について協議
する。
 また、⼥性が直面する様々な問
題に対応するため、⼥性のための
相談を実施する。

図書
 蔵書数︓2,562冊
 貸し出し数︓26冊
⼥性のための相談室
  電話相談︓163人、
  面接相談︓  32人
⼥性のための弁護⼠相談
 相談者数︓34人
⼥性のための出前チャレンジ相談
 相談⽇︓11⽉1⽇
 相談者数︓3人
こらぼーよステーション
（ＤＶ被害者の新たな⽣活応援事
業）
 寄贈者数︓3人
 寄贈数︓25個
 （2⽉末現在）

Ｂ

 図書は貸し出し件数が少ないた
め、今後さらなる啓発が必要であ
る。
 ⼥性のための弁護⼠相談は、相
談者が増加する一方、電話がつな
がらないなどの苦情も発⽣してい
るため、制限時間を設ける必要が
あると感じている。
 ⼥性のための出前チャレンジ相
談は、県との共催事業で、定員の
3人に達した。
 こらぼーよステーションでは、
3人の方から寄贈してもらった。

企画政策課  令和4年度に改選となる審議会
等の委員について、企画政策課か
ら一括して各種団体に推薦依頼を
する際は、可能な限り⼥性委員を
推薦していただけるように依頼を
する。

 ⼥性委員の割
合が委員総数の4
割以上となるよ
うに努める。

 任期満了４か⽉前を迎える審議
会等について、所管課に対し、⼥
性委員の割合が４割以上になるよ
う、積極的な登⽤を依頼した。
依頼数︓25

Ａ

 企画政策課から各種団体へ一括
して推薦を依頼する際は、可能な
限り⼥性委員を推薦していただけ
るよう引き続き依頼していく。

危機管理課  防災会議の委員については、積
極的に⼥性を選出するように努め
る。
 ⽔防協議会及び国⺠保護協議会
の委員は、⼥性を登⽤するように
取り組む。

防災会議３割  防災会議の⼥性委員は29名中、
9名で3割を超えている。しかし、
国⺠保護協議会の⼥性委員は21名
中、2名で1割未満、⽔防協議会の
⼥性委員は15名中、1名で1割未
満であった。

Ａ

 防災会議の性質上、⼥性委員の
３割を確保することが難しい状況
にある。今後は、専門委員として
県市の⼥性職員、または、各団体
からの⼥性職員を選出する等の委
員構成を検討する必要がある。

財政課  指定管理者選定委員会委員及び
労働報酬審議会委員の次回改選時
には、積極的に⼥性を登⽤するよ
う努める。

1人以上  指定管理者選定委員会委員及び
労働報酬審議会委員の改選時にお
いて、⼥性委員の登⽤ができな
かった。

Ｃ

  団体等に委員候補者の推薦を依
頼する場合は、可能な限り⼥性の
推薦依頼を検討する。（現実とし
て、依頼団体が充て職として推薦
されることが考えられる。）

5 審議会、各種委員会等への⼥性委員の参画促進  「審議会等委員の選任に関する指針」に沿って、⼥性委員
の割合が規定以上となるよう取り組みます。
 また、各種委員会委員等の選任においても積極的に⼥性を
登⽤するよう取り組みます。
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Ⅰ　すべての女性の活躍

№ 具体的施策 施策の内容 担当課名 令和４年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

令和４年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

市⺠協働課  市⺠活動支援審査委員の改選等
にあたっては、引き続き、⼥性委
員の構成割合に配慮する。

40％以上  市⺠活動支援審査会委員6名
（うち⼥性委員3名）の審査によ
り、7⽉29⽇に市⺠活動支援審査
会を開催した。
 三木市多⽂化共⽣推進プラン策
定検証委員会委員１５名（うち⼥
性委員６名）、11⽉30⽇及び２
⽉１⽇に委員会を開催した。

Ａ

 市⺠活動内容の審査において、
⼥性の視点が反映できている。

人権推進課  審議会、委員会等に⼥性が積極
的に登⽤されるよう実施計画の策
定依頼により庁内関係部署に啓発
する。
 また、人権尊重のまちづくり推
進審議会委員及び男⼥共同参画セ
ンター運営委員への⼥性委員の登
⽤を積極的に進める。

男⼥共同参画セ
ンター運営委員
会委員 50％
その他 40％

 男⼥共同参画プランの実施計画
を作成する際、条例により設置し
ている審議会等を所管する全ての
課に実施計画と目標数値を定めて
もらうよう依頼することで、啓発
した。

・人権尊重のまちづくり推進審議
会
  50.0％
・隣保館運営委員会
  38.5％
・男⼥共同参画センター運営委員
  84.6％

Ａ

 人権に関する審議会、男⼥共同
参画に関する運営委員会におい
て、目標以上の５割を達成してい
る。隣保館運営委員会においても
4割以上をめざすとともに、全庁
的にも広げていく。
 また、⼥性委員割合の目標数値
と実施計画を定めてもらうことに
より、⼥性委員の登⽤を意識して
もらうことができている。
 各種団体へ推薦依頼する場合
は、可能な限り⼥性委員の推薦を
依頼する。

⽣活環境課  指針に沿って、積極的に⼥性を
登⽤するよう努める。

40％以上  空家等対策協議会は委員１４人
中⼥性は０人、環境審議会は１８
人中３人、規制対象施設建築等審
査会は７人中２人となっている。

Ｂ

 専門分野の委員は所属団体等の
推薦により選任されるため、市の
方針を反映することが難しい。
 また、公募委員を募集すると
き、⼥性からの応募が少ない。

福祉課  ⺠⽣委員推薦会においては、委
員があて職となっているが、関係
団体には⼥性委員の推薦を働きか
ける。また、各種委員会委員等の
選任においても積極的に⼥性を登
⽤するよう取り組む。

3人  各団体の代表が委員に推薦され
るため、⼥性委員が２名となり目
標に到達できなかった。

Ｂ

 今後も引き続き、⼥性委員の推
薦を働きかけていく。

障害福祉課  次の審議会等の委員について⼥
性委員の登⽤が定員の40％以上と
なるよう取り組む。
①三木市手話施策推進会議
②三木市障害支援区分認定審査会
③三木市障害者差別解消支援地域
協議会

定員に対して
４０％以上

①定員10名に対して6名が⼥性。
②定員10名に対して4名が⼥性。
③定員15名に対して8名が⼥性。

Ａ

 審議会、各種委員会等への⼥性
委員の参画促進できた。
 専門職参加の審議会や委員会に
なると、⼥性で担ってもらえる専
門職を選任することが困難な場合
がある。
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Ⅰ　すべての女性の活躍

№ 具体的施策 施策の内容 担当課名 令和４年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

令和４年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

⼦育て支援課  みきっ⼦未来応援協議会の委員
の半数以上は⼥性委員を積極的に
登⽤する。各部会においても概ね
半数は⼥性委員を登⽤する。

 構成員の半数
以上は⼥性委員
を登⽤するよう
に努める。

 みきっ⼦未来応援協議会全体会
では委員総数18人のうち⼥性委員
の人数は8人で、協議会では積極
的に⼦育て中の⺟親の意⾒を発信
された。 Ｂ

 ⼥性の委員を登⽤することで、
⼦育て中の⺟親の抱えている問題
などリアルな意⾒を聞くことがで
きる。課題として、本協議会委員
は各種団体から充て職として推薦
を受けた委員が⼤半であり、⼥性
委員を⼤きく増加させることが難
しいことがある。

健康増進課 ①三木市健康づくり推進協議会の
⼥性委員の割合を規定以上に維持
する。
②三木市予防接種健康被害調査委
員会は、事案が発⽣した時だけ臨
時に開催される委員会で、専門医
師等から構成するため公募委員は
いない。

①委員19人中、
⼥性委員11人
（57.8％）、２
回開催予定。
②委員６人中、
⼥性委員２人
（33.3％）、開
催回数は未定。

①委員19人のうち⼥性委員は11
人となり、57.9％を占めている。
 実施回数は2回。
②専門知識が必要なため委員の公
募はしていない。 Ａ

①⼥性委員の参画により、⼥性か
らの提⾔や要望・意⾒等を踏ま
え、協議についての活性化を図
る。
②R4年度の改選時に、県・市医師
会へ可能な限り⼥性委員の推薦を
依頼する。

医療保険課  R4年度は委員改選の年である。
国⺠健康保険運営協議会の委員17
名中12名は団体推薦であるため、
⼥性委員登⽤への配慮を求める。

 R3年度末の⼥
性委員の構成率
17名中7名で
41％。
 指針で示す
30％以上を維持
する。

 令和４年度は委員改選の年で
あった。改選後委員は、17名中5
名が⼥性であり、構成率は29.4％
である。 Ｂ

 指針で示す30％はほぼ達成して
いるが、改選前より⼥性割合が
減った。委員17名中12名は団体
推薦であり、うち10名が男性であ
ることから、⼥性委員の登⽤に配
慮を求める。

介護保険課  任期満了に伴う次期選任におい
ても、指針に沿って、引き続き積
極的に⼥性委員を登⽤するよう努
める。

4割以上  ⼥性委員の積極的な登⽤によ
り、各委員会における⼥性委員の
割合は以下のとおりとなった。
・介護認定審査会    41％
・介護保険運営協議会  63％
・在宅医療・介護連携推進会議
            63％
・地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営協議会
            37％
・地域密着型サービス運営委員会
            43％

Ａ

 委員の男⼥⽐率を同数に近づけ
ることで、幅広い意⾒を聞くこと
ができた。今後も積極的に⼥性委
員を登⽤するよう取り組む。

商⼯振興課  ⼥性委員の割合が4割以上とな
ることを目標とする。

4割以上  ⾦物振興審議会9名中1名、勤労
者福祉センター運営委員会11名中
4名となっている。 Ｂ

 所属及び役職に対する委嘱が多
いため、性別指定が出来ず困難で
ある。公募委員に⼥性を積極的に
登⽤するなど配慮する。
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Ⅰ　すべての女性の活躍

№ 具体的施策 施策の内容 担当課名 令和４年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

令和４年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

農業振興課  審議会、委員会等に⼥性(農業
者）が積極的に登⽤されるよう啓
発を⾏う。

随時  三木市農業振興審議会において
委員18名の内4名を⼥性委員とし
て委嘱した。

Ａ

 審議会において⼥性委員の意⾒
を伺うことができた。

都市政策課  あて職が多いため⼥性委員を登
⽤することが難しいが、公募委員
に⼥性を積極的に登⽤するなど配
慮する。

 審議会委員17名中、⼥性委員2
名を確保している。

Ｂ

 各種団体からの推薦による委嘱
が多いため、性別指定が出来ない
ことが課題である。

⽂化・スポーツ課  会議全体の男⼥の構成⽐を考慮
したうえで、任期満了に伴う更新
に合わせ、⼥性委員の積極的な登
⽤に努める。

40%  美術館協議会、⽂化財保護審議
会、歴史資料館協議会において、
会議全体の男⼥の構成⽐を考慮
し、⼥性委員の積極的な登⽤に努
める。
(いずれも令和4年度更新)

Ｂ

 委員の選考においては男⼥⽐を
意識し、⼥性委員を登⽤できるよ
う配慮している。しかし、男⼥⽐
と専門性を両⽴させることは難し
く、今後の課題である。

学校教育課  教育支援委員会への⼥性委員の
参画を促進するため、できるだけ
⼥性委員が選出されるよう関係団
体に呼び掛ける。

 教育支援委員
会における⼥性
委員の割合40％
以上の維持。

 教育支援委員会選出の際、⼥性
委員の選出を積極的に⾏った。

Ａ

 教育支援委員会における⼥性委
員の割合は、70％であった。

教育・保育課  三木市特定教育・保育施設評価
委員会委員５人のうち、⼥性委員
の選任を積極的に⾏う。

40％以上  三木市特定教育・保育施設評価
委員会委員５人のうち、⼥性委員
を２名選出した。 Ａ

 40％の専任を⾏うことができ、
目標数値を達成できた。⼥性・⺟
親ならではの視点で、より良い教
育・保育をめざすための細やかな
アドバイスをいただけた。

⽣涯学習課  審議会等委員の選任に関する指
針により、公募委員、⼥性委員の
登⽤を積極的に⾏う。

公募委員（3割）
⼥性委員（4割）

 社会教育委員(公募33％、⼥性
27％）
 公⺠館運営審議会（公募30％、
⼥性30％）

Ｂ

 公募、⼥性委員とも積極的に働
きかけた。目標値まで今一歩届か
なかった項目もあるため、目標達
成に努める。

図書館  図書館協議会委員７名中、⼥性
委員が4割以上になるよう努め
る。

3人  図書館協議会委員７人中、⼥性
委員が6人となった。 Ａ

 目標は達成したが、引き続き⼥
性委員の参画への働きかけに努め
る。

6 自治会等への⼥性役員の参画への働きかけ促進  自治会等における⼥性役員が増えるよう、地域団体へ働き
かけます。

市⺠協働課  役員改選時期の区⻑協議会連合
会定例理事会や自治会運営ハンド
ブックで働きかける。

40％以上  区⻑協議会連合会定例理事会で
働きかけたほか、「自治会運営ハ
ンドブック」を全自治会の区⻑へ
配布し、自治会への⼥性役員登⽤
について周知を図った。 Ｂ

 特に農村部の自治会では、慣例
により世帯の代表者（男性が多
い）が代表して自治会活動に参加
することが多く、⼥性役員は必然
的に少なくなる。引き続き、自治
会運営ハンドブック等で自治会運
営に⼥性の視点を取り⼊れる働き
かけを⾏う。
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Ⅰ　すべての女性の活躍

№ 具体的施策 施策の内容 担当課名 令和４年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

令和４年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

総務課  令和5年度の人事異動におい
て、性別にとらわれない配置と管
理職への登⽤を⾏う。

 ⼥性の管理職
20％を目標とす
る。

 令和5年度の人事異動におい
て、性別にとらわれない配置と管
理職への登⽤を⾏う。

Ｂ

 性別にとらわれない登⽤ととも
に、⼥性職員に対してキャリア
アップ研修を実施するなど意識改
⾰も必要であると考える。

学校教育課  ⼥性管理職の登⽤を推進するた
め、管理職としての資質向上及び
⼥性が働きやすい職場環境づくり
に努める。

 小・中・特別
支援学校におけ
る⼥性管理職登
⽤率20％の維
持。

 管理職としての資質向上研修や
⼥性が働きやすい職場環境づくり
を⾏った。 Ａ

 小・中・特別支援学校における
⼥性管理職の登⽤率は22％で、
20％を維持することができた。

8 男⼥共同参画に取り組む団体・グループづくり  人材を育成するための講座等の修了者が活動できる場を広
げるとともに、男⼥共同参画に取り組む団体やグループづく
りを支援し、個人や団体の⼒量アップとともに交流を促しま
す。

人権推進課  市⺠企画講座支援事業におい
て、市内を活動拠点とするグルー
プが開催する男⼥共同参画に関す
るセミナーに対して支援をする。

 男⼥共同参画センター登録団体
である、こらぼーよ編集委員会が
原稿執筆、編集をした情報誌「こ
らぼーよ」を年４回発⾏した。
 また、市⺠企画講座において、
クマノミが主催する講座の開催を
支援した。

市⺠企画講座
 いのちのお話会 みんな知りた
い自分のからだ 自分のいのち
 開催⽇︓2⽉4⽇
 参加者︓56人

Ａ

 市⺠企画講座では、助産師の寺
尾直美さんを講師に迎え、前半は
親⼦の時間とし、産道体験や妊婦
体験をしてもらった。後半は保護
者のみの時間で、性についてどの
ように⼦どもたちに伝えたらよい
のかを講師の先⽣からお話いただ
いた。参考図書なども教えていた
だき、⾮常に参加者の満⾜度の高
い講座であったため、来年度以降
男⼥共同参画センター事業として
の実施も考えたい。

 男⼥共同参画の視点を学び、ア
ンコンシャスバイアスに気づき、
自分たちの可能性を広げる事業と
して⼥性リーダー育成講座「みき
ウィメンズすてっぷあっぷ塾」を
11回開催するとともに、＋学ぶ講
座として「ひょうご⼥性未来会議
inたか」への参加と「加⻄市⼥性
会議」を傍聴した。また「北播磨
管内⼥性リーダー交流会」を2回
北播磨の5市1町が合同で企画し、
開催した。さらに、今年度の集⼤
成として「みきウィメンズすてっ
ぷあっぷ塾フォーラム『えのちゃ
んと考える自分らしさ〜ランドセ
ルの色＆制服』」を開催し、高校
⽣パネラーと受講⽣パネラーのパ
ネルトークや会場ワークなどを
⾏った。

7 市職員や市⽴学校教職員の⼥性管理職への登⽤促進  性別にとらわれることなく、個人の資質や能⼒により管理
職へ登⽤します。
 また、⼥性管理職登⽤を推進するため、人材を育成し、⼥
性が働きやすい職場環境をつくります。
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Ⅰ　すべての女性の活躍

№ 具体的施策 施策の内容 担当課名 令和４年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

令和４年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

9 働く⼥性の交流機会づくりと情報提供  働く⼥性の交流機会をつくります。
 また、起業や再就職をめざす⼥性に対して活動支援や情報
提供を⾏います。

人権推進課  働く⼥性のための、講座・セミ
ナーなどを開催し、情報交換や交
流の場を提供する。

⼥性のためのはたらき方セミナー
（兵庫県との共催事業）
 開催⽇︓10⽉8⽇
 参加者︓10人
 

Ａ

 OFFICE HARMO代表取締役の
喜⽥菜穂⼦さんを講師に迎え、セ
ルフコーチングのセミナーを実施
した。
 参加者が2人1組となり、ロール
プレイを中心とした参加型のセミ
ナーのため、参加者の満⾜度が⾮
常に高い講座になった。90分1回
では時間が⾜りない内容であった
ため、機会があれば連続講座とし
て実施したい。

10 男⼥雇⽤機会均等法の啓発  関係機関と連携し、男⼥雇⽤機会均等法等の趣旨及び内容
を企業に啓発します。

商⼯振興課  兵庫労働局及び公共職業安定所
他の資料を配布し、啓発する。

 市内企業に兵庫労働局及び公共
職業安定所他の資料を配布し、啓
発した。

Ａ

 継続して資料を配布すること
で、男⼥雇⽤機会均等法等の趣旨
及び内容を企業に啓発できた。

総務課  「⼥性活躍推進法」及び「次世
代育成支援対策推進法」に基づく
「事業主⾏動計画」の策定に取り
組む。

 令和4年度末ま
でに策定する。

 両方を統合させた「事業主⾏動
計画」の策定に向けた取組みを
⾏った。 Ｂ

 令和5年度からの策定に取り組
む。

商⼯振興課  兵庫労働局及び公共職業安定所
他の資料を配布し、啓発する。

 市内企業に兵庫労働局及び公共
職業安定所他の資料を配布し、啓
発した。

Ａ

 継続して資料を配布すること
で、「事業主⾏動計画」の策定の
必要性を啓発することができた。

人権推進課  「⼥性活躍推進法」及び「次世
代育成支援対策推進法」について
の啓発資料等を配付する。

 厚⽣労働省が発⾏する 「⼥性
活躍推進法」の一般事業主⾏動計
画策定を促すパンフレットや、
「えるぼし」認定を促すパンフ
レットを配架した。

Ｂ

 パンフレットを配架したが、興
味をもってもらえる方が少なく、
あまり効果がなかった。

商⼯振興課  兵庫労働局及び公共職業安定所
他の資料を配布し、啓発する。

 市内企業に兵庫労働局及び公共
職業安定所他の資料を配布し、啓
発した。

Ａ

 継続して資料を配布すること
で、男⼥共同参画に取り組む企業
の推奨と周知が可能である。

人権推進課  男⼥共同参画センターの情報誌
などにより、就労促進や職域拡⼤
に貢献している企業を市⺠に紹介
していく。

 就労促進や職域拡⼤に貢献して
いる⼥性を紹介する記事を記載す
ることができなかった。 Ｃ

 就労促進や職域拡⼤に貢献して
いる⼥性の情報が少ないが、来年
度は広報誌等で紹介したい。

人権推進課  ⼥性の就職活動を支援するため
のセミナーを開催する。

 今年度は開催できなかった。

Ｃ

 来年度はハローワークと連携
し、履歴書の書き方と模擬面接の
連続講座として開催したい。

「⼥性活躍推進法」及び「次世代育成支援対策推進法」に基づく
「事業主⾏動計画」策定の推進

 「⼥性活躍推進法」及び「次世代育成支援対策推進法」に
基づく「特定事業主⾏動計画」を市役所が策定するととも
に、市内の企業にも「一般事業主⾏動計画」の策定を促しま
す。

12 男⼥共同参画に取り組む企業の奨励と周知  ⼥性の就労促進や職域拡⼤など男⼥共同参画に積極的に取
り組む企業を奨励し、市⺠に周知します。

11

就労に関する支援の充実  就業機会拡⼤のための技術講習や就職セミナー等の情報を
提供します。

13

7



Ⅰ　すべての女性の活躍

№ 具体的施策 施策の内容 担当課名 令和４年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

令和４年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

商⼯振興課  兵庫労働局及び公共職業安定所
他の資料を配布し、啓発する。

 市内企業に兵庫労働局及び公共
職業安定所他の資料を配布し、啓
発した。

Ａ

 継続して資料を配布すること
で、就業機会拡⼤のための技術講
習や就職セミナー等の情報を提供
できた。

14 市役所での⼥性職員に対する人材育成の実施  職場における男⼥間の格差を解消するため、⼥性職員の発
⾔⼒、自己決定⼒等の能⼒を高めるための研修等を実施しま
す。

総務課  引き続き、専門実務研修や政策
形成型研修等への参加を呼びかけ
る。

 研修参加者の
⼥性割合を20％
とする。

 全研修に対して⼥性職員の参加
は、31.9%であった。 Ａ

 引き続き、積極的に参加を呼び
かける。

15 パート・アルバイト・派遣労働の適正な雇⽤に関する啓発  関係機関と連携し、パートタイム労働者等の適正な雇⽤管
理について事業主に対する啓発を⾏います。

商⼯振興課  兵庫労働局及び公共職業安定所
他の資料を配布し、啓発する。

 市内企業に兵庫労働局及び公共
職業安定所他の資料を配布し、啓
発した。

Ａ

 継続して資料を配布すること
で、パートタイム労働者等の適正
な雇⽤管理について事業主に対す
る啓発ができた。

商⼯振興課  市内で起業、第二創業をされる
方へ中小企業サポートセンターに
よる支援や、市の補助⾦により支
援する。
 募集については、⼥性枠を設
け、⼥性の起業を推進します。

 市内で起業、第二創業をされる
方へ中小企業サポートセンターの
窓⼝相談や、市の補助⾦により支
援した。
 ⼥性枠2枠、若手枠1枠、一般枠
1枠、空き家改修予算の充当枠2枠
の全6枠で募集を⾏い、2名の⼥性
が採択された。

Ａ

 補助⾦を交付することで、起業
しやすい環境を整備することがで
きた。

人権推進課  インターネットを使った起業を
考えている⼥性、興味がある⼥性
向けのセミナーを開催する。

 昨年度参加者が少数であったた
め、今年度は開催しなかった。

Ｃ

 毎年の開催だとマンネリ化して
しまうため、2〜3年に1回程度の
開催を考えている。

17 経営参画、福利厚⽣事業等の充実を促す啓発  経営参画、労働環境等の改善、福利厚⽣の整備などの促進
を経済団体と連携して啓発します。

商⼯振興課  兵庫労働局及び公共職業安定所
他の資料を配布し、啓発する。

 市内企業に兵庫労働局及び公共
職業安定所他の資料を配布し、啓
発した。

Ａ

 継続して資料を配布すること
で、労働環境等の改善などについ
て啓発できた。

18 農業経営のための支援対策の充実  ６次産業化を含めた農業経営の発展を支援するため、技
術・販売・施設整備・資⾦など、経営展開に必要な各種支援
策を総合的に推進するシステムを構築します。

農業振興課  目的に応じた各種支援策を⾏
う。

随時  農機具を購⼊するため農業経家
スマート化促進事業補助⾦の利⽤
を希望する2経営体が補助⾦を受
けられるように支援した。

Ａ

 申請者が求める事業に⾒合った
支援策を提案することができた。

19 「家族経営協定」の普及  農業を⾏う家族間での役割分担や就業条件を明確にした
「家族経営協定」を普及します。

農業振興課  家族間で活動を検討されている
認定農業者・新規就農者に対して
啓発、支援を⾏う。

随時  啓発チラシの窓⼝掲示及び新規
就農に関する相談時に周知を⾏っ
た。 Ｃ

 ニーズがなく効果が⾒えにく
い。

20 自営業の家族従業者として働く⼥性の就業条件の整備等について
の啓発

 自営業において、家族従業者として働く⼥性の経営参画や
就業条件の整備などについて啓発します。

商⼯振興課  兵庫労働局及び公共職業安定所
他の資料を配布し、啓発する。

 市内企業に兵庫労働局及び公共
職業安定所他の資料を配布し、啓
発した。

Ａ

 継続して資料を配布すること
で、就業に関する意識の高まりが
表れてくる。

16 起業家に対する支援  市内での起業、または第二創業をめざす起業家を支援しま
す。
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Ⅰ　すべての女性の活躍

基本目標Ⅰ　具体的施策№３

具体的施策

施策の内容

担当課名 令和４年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

令和４年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

企画政策課  課所管の発⾏物について「男⼥
共同参画の視点からの表現ガイド
ライン」を活⽤し、固定的な観念
にとらわれないような⽂章表現や
イラストに留意する。また、研修
会は、職員人権研修において男⼥
共同参画の視点を含めた内容で実
施する。

随時  発⾏物を作成する際には「男⼥
共同参画の視点からの表現ガイド
ライン」を活⽤した⽂章表現やイ
ラストに留意した。また、人権推
進課主催の各種研修会へ積極的に
参加した。

Ａ

 発⾏物については、今後も作成
に際し、男⼥共同参画の視点に配
慮した⽂章表現に留意する。ま
た、人権研修に参加することで、
課員の男⼥共同参画に対する意識
が高まった。

デジタル推進課  男⼥共同参画に関する研修に職
員が参加するよう呼びかけ、意識
改⾰に繋がるような研修を実施す
る。市広報や刊⾏物等の作成に際
し、男⼥共同参画の視点に⽴っ
た、より適切な表現に留意する。

研修会の実施
1回
発⾏物の表現の
確認 100％

 研修に職員が参加するように呼
びかけ、研修会を１回⾏った。
 発⾏物の表現の確認は、「男⼥
共同参画の視点からの表現ガイド
ライン」を活⽤し⽂章表現やイラ
ストに留意した。

Ａ

 今後も男⼥共同参画の視点に配
慮した、表現やイラストに留意す
る。

縁結び課  庁内で実施される研修等には、
積極的に参加し、男⼥共同参画に
対する意識を高める。
 また、市広報や刊⾏物等の作成
に際し、男⼥共同参画の視点に
⽴った、より適切な表現に留意す
る。

100%  研修に参加するよう推進し、職
員の意識改⾰を図るよう取り組み
を⾏った。パンフレット等の作成
があれば、男⼥共同参画の視点に
⽴った適切な表現に努める。

Ａ

 研修を受講し、職員の意識改⾰
に取り組んだ。
 また、パンフレット等の作成に
関しては、特に検討する案件はな
かったので、今後も引き続き適切
な表現に留意する。

秘書広報課  市広報や刊⾏物等の作成に際
し、男⼥共同参画の視点に⽴っ
た、より適切な表現に留意する。
 また、人権推進課が実施する男
⼥共同参画に関する研修に積極的
に参加する。

随時  市広報等の記事の作成に際し、
表現や写真、イラストなど男⼥共
同参画の視点に配慮するよう留意
している。
 また、男⼥共同参画に関する研
修に積極的に参加している。

Ａ

 今後も研修に積極的に参加し、
市広報等の記事の作成に際し、男
⼥参画の視点に配慮した表現やイ
ラストに留意する。

危機管理課  市広報やチラシの作成に際し、
男⼥共同参画の視点に配慮した表
現とする。
 人権推進課が実施する男⼥共同
参画研修に積極的に参加する。

随時  男⼥共同参画の視点での表現に
なるよう配慮する。
 人権推進課が実施する男⼥共同
参画研修に積極的に参加するよう
努めた。

Ａ

 男⼥共同参画の視点で表現する
よう努めている。

自己評価︓A…効果有 B…課題有 C…効果無 
 市職員の意識づくりと市の発⾏物等における「男
⼥共同参画の視点からの表現ガイドライン」の活⽤

 市職員の男⼥共同参画に対する意識改⾰のための
研修を充実するとともに、市の発⾏物に「男⼥共同
参画の視点からの表現ガイドライン」を活⽤し、固
定的な観念にとらわれないような⽂章表現やイラス
トに留意します。
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Ⅰ　すべての女性の活躍

担当課名 令和４年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

令和４年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

総務課  引き続き、男⼥共同参画に関連
した研修への参加を呼びかける。

 職員通知を実
施する。

 今年度は男⼥共同参画に関連し
た研修への積極的な参加を呼びか
けた。
 また、全職員対象とした職員人
権研修において、男⼥共同参画に
関連する内容を４回実施（同一内
容）した。

Ａ

 今後も男⼥共同参画に係る研修
の実施や参加を呼びかける。

市史編さん室  市職員の男⼥共同参画に対する
意識改⾰のための研修に参加する
とともに、募集案内やチラシ、ポ
スターなどの作成にあたっては、
「男⼥共同参画の視点からの表現
ガイドライン」に沿った⽂章表現
やイラストに留意する。

随時  職員研修に参加するとともに、
紀要やたより、チラシなどの作成
にあたっては、「男⼥共同参画の
視点からの表現ガイドライン」に
沿うような表現に留意した。

Ａ

 研修に参加することにより、男
⼥共同参画の視点を意識して職務
にあたることができた。
 史実を表記する場合、やむを得
ない表現があることが考えられ
る。

財政課  男⼥共同参画に関する研修に積
極的に参加することにより意識を
高め、市広報等の記事の作成に際
し、男⼥共同参画の視点に配慮し
た表現に留意する。

100%  男⼥共同参画の研修に参加し、
市広報等の記事の作成において
は、男⼥共同参画の視点に配慮し
た。 Ａ

 研修への参加により、男⼥共同
参画に対する意識を高めることが
できた。今後、複数職員が参加で
きるよう努める。市広報等の記事
の作成においては、今後も、男⼥
共同参画の視点に配慮した表現に
努める。

経営管理課  男⼥共同参画研修への参加や、
その他のセミナー等に参加するよ
う努め、職員の意識改⾰を図る。
 市広報等の記事の作成に際し、
男⼥共同参画の視点に配慮した表
現に留意する。

年１回

随時

・課員が男⼥共同参画についての
研修を受講した。
・市広報の記事作成において、イ
ラストを使⽤の際に、一方の性別
だけでなく男⼥両方を掲載した。

Ａ

・職員の意識改⾰が図られた。
・性差による無意識の決め付けの
増⻑を防⽌した。

税務課  人権推進課より掲示されている
「男⼥共同参画の視点からの表現
ガイドライン」を課内職員に周知
を⾏い、意識の向上を図る。
 また、広報紙の原稿作成等で
「男⼥共同参画の視点からの表現
ガイドライン」を活⽤する。

5回  人権推進課より掲示されている
「男⼥共同参画の視点からの表現
ガイドライン」について課内職員
に周知を⾏い、意識の向上を図る
ことができた。また、広報を⾏う
際、「男⼥共同参画の視点からの
表現ガイドライン」に留意し取り
組んだ。

Ａ

 該当する事例はなかったが、今
後も引き続き表現に留意する。

債権管理課  広報紙の原稿作成等で「男⼥共
同参画の視点からの表現ガイドラ
イン」を活⽤する。また、課内の
職員を対象とした男⼥共同参画研
修を実施し、意識の向上に努め
る。

・広報等掲載がないため該当な
し。
・研修に関して参加人数８名、１
回開催。

Ａ

 研修を開催したことによって個
人の男⼥共同参画社会への意識が
高まった。

市⺠協働課  配付チラシ、啓発看板等につい
て、固定的な観念にとらわれない
ような⽂章表現やイラストに留意
する。
 また、人権推進課等が開催する
研修に参加する。

 男⼥共同参画の視点での表現に
なるよう配慮した。
 令和４年度職員人権研修「ジェ
ンダー平等を実現するために」の
研修に参加した。

Ａ

 広報物の作成に際し、今後も男
⼥共同参画の視点に配慮した⽂章
表現やイラストに留意していく。
 研修でジェンダーに関する意識
を深めることができた。
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Ⅰ　すべての女性の活躍

担当課名 令和４年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

令和４年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

人権推進課  職員を対象とした男⼥共同参画
研修を実施し、意識の向上に努め
る。
 また、「男⼥共同参画の視点か
らの表現ガイドライン」を庁内掲
示板等により周知するとともに、
人権啓発資料などの発⾏に際し
て、固定的な観念にとらわれない
ような⽂章表現やイラストに留意
する。

 40代以下の⼥性正規職員を対
象とした男⼥共同参画研修を開催
し、アンコンシャスバイアス等に
関するグループワークを⾏った。
  開催⽇︓10⽉5⽇
  テーマ︓「ガラスの天井をや
ぶるのは私︕〜⼒に気づこう⼥性
たち〜」
  講 師︓中村和⼦さん（オ
フィスEEE）
  参加者︓ 60人

Ａ

 3〜4人を1グループとしアンコ
ンシャスバイアスについてのグ
ループワークをした。受講後のア
ンケートでは「自分の中にあるア
ンコンシャスバイアスに気づけ
た」や、「管理職になるチャンス
があるならつかみたいと思った」
などの感想をいただき、参加者全
員が「⼤変よかった」「よかっ
た」と答えるなど、⾮常に満⾜度
の高い研修が開催できた。

市⺠課  市広報等の記事の作成に際し、
男⼥共同参画の視点に配慮した表
現とする。
 また、人権推進課や総務課が実
施する研修に積極的に参加する。

随時  広報等の作成時に、男⼥共同参
画の視点に配慮した⽂章表現やイ
ラストとした。
 人権推進課が実施した男⼥共同
参画研修や総務課が実施した人権
研修に参加した。

Ａ

 研修に参加することにより、男
⼥共同参画に対する知識を深める
ことができた。
 今後も引き続き、男⼥共同参画
の視点に配慮した⽂章表現に努め
る。

⽣活環境課  配付チラシ、啓発看板等につい
て、固定的な観念にとらわれない
ような⽂章表現やイラストに留意
する。
 職場内人権研修において、男⼥
共同参画をテーマに研修を⾏う。
また、人権推進課が実施する研修
に参加する。

随時

年１回以上

 チラシ等の作成に当たっては、
固定観念にとらわれた表現になら
ないよう、留意している。
 また、職場内人権研修として、
性別による無意識の思い込み（ア
ンコンシャス・バイアス）につい
て、内閣府の動画視聴及び感想の
共有を⾏った。

Ａ

 職場内人権研修の実施後、課員
全員に意⾒や感想を共有すること
で、多様な考え方を学ぶ機会に繋
がっている。

環境課  広報やＨＰ、チラシなど、固定
的な観念にとらわれないような⽂
章表現やイラストに留意する。
 研修については、市の主催する
男⼥共同参画に関連する講演会や
研修会に積極的に参加する。

研修会への参
加︓
 １回以上／年

 ごみカレンダーやホームページ
の作成時など、固定観念にとらわ
れないように注意して作成した。
 市の主催する男⼥共同参画に関
連した講演会に職員も参加した。

Ａ

 担当者や組織内で、ジェンダー
フリーへの意識が高まり、定着し
始めた。

福祉課  研修に積極的に参加し意識の醸
成を図る。また、固定的な観念に
とらわれない⽂章表現やイラスト
に留意する。

   研修に参加するように推進し、
職員の意識改⾰を図るよう取組み
を⾏った。また、発⾏物を作成す
るにあたって⽂書表現やイラスト
等に留意している。

Ａ

 今後も⽂書や発⾏物等を作成す
るにあたり、固定的な観念にとら
われないように意識をして⾏う。

障害福祉課  所属職員を対象に職場内人権研
修で男⼥共同参画についての研修
を⾏い、さらに男⼥共同参画セン
ターでの講座に積極的に参加す
る。
 また、広報やホームページ、そ
の他課の発⾏物について、「男⼥
共同参画の視点からの表現ガイド
ライン」を活⽤し、固定的な観念
にとらわれないような⽂章表現や
イラストに留意する。

随時  職員人権研修「ジェンダー平等
を実現するために」を障害福祉課
員全員が受講し、深く学ぶ機会と
なった。また、今年度は、障がい
福祉普及啓発セミナーおいて、
「障害とジェンダー」の面からも
取組むことができた。

Ａ

 研修を受講し、今後の対応への
意識変化など⾒込むことができ、
⼗分な効果があると推測される。
 今後も継続して職場内人権研修
等を企画し、業務に差し支えない
ように調整しながらできる限りの
参加を目指す。
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Ⅰ　すべての女性の活躍

担当課名 令和４年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

令和４年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

⼦育て支援課  市広報原稿やホームページ、ガ
イドブック等の配布物などの作成
に関しては、男⼥共同参画の視点
に⽴った表現とする。
 また、市主催の男⼥共同参画研
修に参加し、課としてできること
を検討する。

随時  市広報等の記事の作成に際し、
男⼥共同参画の視点に配慮した表
現としている。
 市主催の男⼥共同参画研修に参
加し、ジェンダー平等や⼥性の自
⽴について学んだ。

Ａ

 今後も市広報等の記事の作成に
際し、男⼥共同参画の視点に配慮
した表現に努める。
 男⼥共同参画研修に参加し、職
員の意識を高める機会となった。

健康増進課  課所管の発⾏物について「男⼥
共同参画の視点からの表現ガイド
ライン」を活⽤し、固定的な観念
にとらわれないような⽂章表現や
イラストに留意する。また、研修
会は、職員人権研修において男⼥
共同参画の視点を含めた内容で実
施する。

随時  広報、ホームページをはじめ、
各種配布物の作成については、男
⼥共同参画の視点に配慮してい
る。
   職員研修は、男⼥共同参画の視
点を含めた内容の媒体を使⽤し実
施している。

Ａ

 今後も継続して、男⼥共同参画
の視点に配慮する。

医療保険課  男⼥共同参画に関する研修に職
員が参加するよう呼びかけ、意識
改⾰に繋がるような研修を実施す
る。
 また、市広報やホームページ、
「こくほだより」等の発⾏物にお
いて、男⼥共同参画の視点に配慮
した⽂章表現やイラストに留意す
る。

研修会の実施
1回
発⾏物等の表現
の確認 100％

 総務課開催の人権研修会を全員
が受講した。
 市広報やホームページ等作成す
る場合に⽂章の表現やイラストに
留意した。 Ａ

 研修の受講などで職員の意識改
⾰に取り組んだ。
 今後も引き続き、男⼥共同参画
の視点に配慮した⽂章表現やイラ
ストに留意する。

介護保険課  男⼥共同参画に関する研修に参
加するよう呼びかけ、意識改⾰に
繋げる。
 また、市広報原稿やホームペー
ジ、チラシ等の配布物を作成する
際には、「男⼥共同参画の視点か
らの表現ガイドライン」を活⽤
し、⽂章表現やイラストに留意す
る。

年1回

随時

 課内人権研修において、男⼥共
同参画を含めた人権研修を⾏っ
た。
 また、市の広報やガイドブッ
ク、ホームページ等の作成にあた
り、ガイドラインに沿った⽂章や
イラストとした。

Ａ

 課内研修の話し合いの中で、新
しい気づきがあり意識改⾰に繋げ
た。
 介護に関わる職業の固定的な性
別役割分担の解消に取り組んだ。
 今後も引き続き、男⼥共同参画
の視点に配慮した表現に留意す
る。

商⼯振興課  市広報やチラシの作成に際し、
男⼥共同参画の視点に配慮した表
現とする。
 男⼥共同参画研修に積極的に参
加する。

 固定的な観念にとらわれないよ
うな⽂章表現やイラストに留意す
る。
 男⼥共同参画研修に積極的に参
加することができた。

Ａ

 固定的な観念にとらわれないよ
う留意して発⾏物等を作成するこ
とができた。
 研修に参加し、男⼥共同参画の
必要性を改めて認識できた。

観光振興課  男⼥共同参画に対する研修を実
施し、意識の向上に努めるととも
に、市広報やチラシ、パンフレッ
トの記事の作成に際し、男⼥共同
参画の視点に配慮した表現、イラ
ストとする。

随時  市広報やチラシ、パンフレット
の作成に際し、男⼥共同参画の視
点に配慮した。
 また、意識の向上を図るため
に、課内会議で研修を⾏った。

Ａ

 今後も課内全体の意識を高めた
うえで確認しながら作成してい
く。
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Ⅰ　すべての女性の活躍

担当課名 令和４年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

令和４年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

ゴルフのまち推進
課

 市職員の男⼥共同参画に対する
意識改⾰のための研修に参加する
とともに、市広報やチラシなどの
記事の作成に際し、男⼥共同参画
の視点に配慮し、適切な表現を⽤
いる。

随時  人権研修や男⼥共同参画研修な
どに積極的に参加し、課内の意識
の向上に努めてきた。また、広
報、ホームページをはじめ、電⼦
申請においてなど情報を発信する
際には男⼥共同参画の視点に配慮
した表現とし、課員全員で内容の
確認(チェック)を⾏っている。

Ａ

 研修などに積極的に参加するこ
とにより、男⼥共同参画の視点に
今まで以上に意識し配慮すること
ができた。
 今後も引き続き、常に男⼥共同
参画の視点に配慮するよう心掛け
る。

農業振興課  ＨＰ又は市広報等の作成時に、
ガイドラインに基づく適正な表現
を⽤いる。
 課内でガイドラインについての
共通認識が持てるよう、研修を⾏
う。

随時

１回/年

 市広報やホームページ等の記事
作成において、適正な表現に取り
組んだ。

Ｂ

 課内での研修が出来ず、ガイド
ラインの共通認識を持つことが出
来なかった。

道路河川課  市広報等の作成に際し、配慮す
る。男⼥共同参画に即したテーマ
を決め、内容に関する研修を１回
程度⾏う。

随時  市広報等への掲載がなかった。
課内研修の実施に至らなかった。

Ｂ

 関係事項が⽣じた場合、適切な
対応を⾏っていく。短時間でも研
修を⾏うよう努⼒する。

プロジェクト推進
課

 男⼥共同参画に関連した研修や
セミナーへの参加を呼びかける。
 ホームページや回覧⽂書等の作
成に際し、男⼥共同参画の視点に
配慮した表現とする。

随時  HP作成及び回覧⽂書作成にあ
たっては、男⼥共同参画の視点に
配慮した表現とした。
 課内の人権研修等と併せて男⼥
共同参画に対する意識向上に努め
た。

Ａ

 今後も引き続き、「男⼥共同参
画の視点からの表現ガイドライン
のチェック項目」を活⽤し、⽂章
表現やイラスト掲載に留意してい
く。
 今後も研修を実施し、積極的な
参加を促す。

都市政策課  男⼥共同参画に対する意識改⾰
のため、開催される研修に積極的
に参加する。
 市広報やホームページなど男⼥
共同参画の視点に配慮した表現と
する。

随時  研修に参加するよう努めてい
る。
 市広報やホームページなど市⺠
へ情報発信について男⼥共同参画
の視点に配慮した表現に努めてい
る。

Ａ

 今後も研修に参加し意識を高め
ると共に、情報発信する際は男⼥
共同参画の視点に配慮した表現に
努める。

交通政策課  発⾏物や掲示物を作成する際に
は、「男⼥共同参画の視点からの
表現ガイドライン」に沿った表現
とするよう留意する。また交通政
策課員を対象に年1回の研修を⾏
う。

 市広報等の作成に際し、表現に
配慮した。
 課職員に対しては、人権推進課
主催の研修内容をもとに、参加職
員による研修を⾏った。

Ａ

 引き続き、市広報等の作成に際
し、表現に配慮する。

建築住宅課  市広報やチラシの作成に際し、
男⼥共同参画の視点に配慮した表
現とする。
 人権推進課が開催する男⼥共同
参画に対する意識改⾰に係る研修
に積極的に参加する。

 市広報やチラシの作成に際し、
男⼥共同参画の視点に配慮した表
現に取り組んだ。
 人権推進課が開催する男⼥共同
参画に対する意識改⾰に係る研修
に積極的に参加した。

Ａ

 今後も市広報やチラシの作成に
際し、男⼥共同参画の視点に配慮
した表現に努める。
 また、人権推進課が開催する男
⼥共同参画に対する意識改⾰に係
る研修に積極的に参加する。
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Ⅰ　すべての女性の活躍

担当課名 令和４年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

令和４年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

⽔道業務課  市男⼥共同参画に係る研修に参
加するとともに、広報やホーム
ページ等の記事の作成に際し、
「男⼥共同参画の視点からの表ガ
イドライン」に沿った表現やイラ
ストに留意する。

随時  市男⼥共同参画に係る研修に参
加している。
 広報やホームページ等で男⼥共
同参画に関わる記事はなかった。

Ａ

 市男⼥共同参画に係る研修及び
課内での情報共有により、市男⼥
共同参画に対して職員の意識向上
が図られている。

⽔道⼯務課  市男⼥共同参画に係る研修に参
加するとともに、広報やホーム
ページ等の記事の作成に際し、
「男⼥共同参画の視点からの表ガ
イドライン」に沿った表現やイラ
ストに留意する。

随時  市男⼥共同参画に係る研修に参
加している。
 広報やホームページ等で男⼥共
同参画に関わる記事はなかった。

Ａ

 市男⼥共同参画に係る研修及び
課内での情報共有により、市男⼥
共同参画に対して職員の意識向上
が図られている。

下⽔道課  市男⼥共同参画に係る研修に参
加するとともに、広報やホーム
ページ等の記事の作成に際し、
「男⼥共同参画の視点からのガイ
ドラインに沿った表現やイラスト
に留意する。

 市男⼥共同参画に係る研修に参
加している。
 広報やホームページ等で男⼥共
同参画に関わる記事はなかった。 Ａ

 市男⼥共同参画に係る研修及び
課内での情報共有により、市男⼥
共同参画に対して職員の意識向上
が図られている。

市⺠⽣活課  市広報等の記事の作成に際し、
男⼥共同参画の視点に配慮した表
現とする。
 市等で開催される男⼥共同参画
に関する研修会等への積極的な参
加を⾏い、⾝近な課題として意識
改⾰に努める。

随時  庁内掲示物の掲示等において男
⼥共同参画の視点に配慮した。ま
た、市で開催する男⼥共同参画に
関する研修会へ積極的に参加し
た。

Ａ

 今後も広報記事の作成や掲示物
の掲示において男⼥共同参画の視
点に配慮するよう努める。

健康福祉課  男⼥共同参画に関する研修に参
加し意識の向上を図る。市広報誌
やホームページ、刊⾏物等の作成
に関して、男⼥共同参画の視点に
⽴った⽂章表現やイラストに留意
する。

随時  市広報等の記事の作成に際し、
男⼥共同参画の視点に配慮した表
現とした。また、研修にも参加
し、意識の醸成に努めた。 Ａ

 今後も男⼥共同参画の視点に配
慮した表現に努め、研修等にも積
極的に参加する。

地域振興課  市広報やチラシなどの作成に際
し、男⼥共同参画の視点に配慮し
た表現とする。
 市内で開催される男⼥共同参画
研修に積極的に参加し、意識の醸
成を図る。

随時  広報啓発に関する資料作成がな
かった。
 男⼥共同参画研修について、職
場内の男⼥共同参画に関係する人
権研修に参加した。

Ｂ

 男⼥共同参画に関係する業務は
少ない状況ではあるが、職員とし
ては人権研修等を通じ、意識の醸
成に努める。

会計室  職場内人権研修において男⼥共
同参画に対する意識改⾰のための
研修を実施する。

年１回  職場内において研修を⾏い男⼥
共同参画の視点を常に持つことを
再認識した。 Ａ

 固定観念や偏⾒にとらわれるこ
となく人権を尊重する意識を醸成
した。今後も継続的な取組が重要
である。
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Ⅰ　すべての女性の活躍

担当課名 令和４年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

令和４年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

議会事務局  男⼥共同参画に対する意識改⾰
を目的とした研修へ参加するとと
もに、ホームページや市議会だよ
りを作成する際には、男⼥共同参
画の視点から、より適切な⽂章表
現やイラストとなるよう配慮す
る。

随時  男⼥共同参画に関わる研修へ所
属職員が参加するとともに、ホー
ムページや市議会だよりについて
は、適切な表現となるよう配慮し
ながら作成した。

Ａ

 今後も引き続き、男⼥共同参画
に対する職員の意識改⾰に努め、
発⾏物については適切な表現で情
報発信できるよう取り組んでい
く。

選挙管理委員会 ①広報みき「選挙特集号」やホー
ムページ、各種パンフレットの作
成に際しては、男⼥共同参画の視
点に⽴った表現とする。
②男⼥共同参画について研修を⾏
い、固定的な観念にとらわれない
意識を醸成し、⽂書表現にも留意
する。

①随時

②年１回以上

  広報の選挙特集号や、ホーム
ページ作成などについては、男⼥
共同参画の視点に⽴った表現を心
掛けた。
 また、庁内の研修を活⽤し、固
定的な観念にとらわれない意識の
醸成が図られるよう課内で意⾒交
換をもった。

Ａ

 選挙特集号や、ホームページな
どの表現については男⼥共同参画
の観点からの⾒直しを⾏ってい
る。
 投票録など、決まった様式につ
いては変えることが出来ないが、
可能な範囲で検討を続けていきた
い。

監査・公平委員会  毎年実施している職場における
人権研修において、ガイドライン
を活⽤し固定的な観念にとらわれ
ない意識を醸成する。

８⽉〜９⽉の間
に１回実施

 「ジェンダー」をテーマに、１
⽉に研修を実施した。

Ａ

 「アンコンシャスバイアス(無
意識の偏⾒)」に注意を払って、
固定的な観念にとらわれた表現が
どのようなものであるのか再認識
できた。

農業委員会  職場内人権研修において男⼥共
同参画について研修等を⾏い、意
識を醸成する。
 発⾏物や掲示物を作成する際に
は、「男⼥共同参画の視点からの
表現ガイドライン」に沿った表現
とするよう留意する。

研修︓年１回

発⾏物︓随時

 研修に参加するよう推進し、職
員の意識改⾰を図るよう取り組み
を⾏った。また、HPなどに掲載
する際には、「男⼥共同参画の視
点からの表現ガイドライン」に
沿った表現とするよう配慮した。

Ａ

 HPなどに掲載する際には、
「男⼥共同参画の視点からの表現
ガイドライン」の視点に配慮する
ように努める。

消防本部  「男⼥共同参画の視点からの表
現ガイドライン」を活⽤して、署
内研修を実施し、広報紙及びホー
ムページ等の⽂書表現やイラスト
に留意する。

各署で研修︓１
回
広報紙・ホーム
ページ等の確
認︓100％

 「男⼥共同参画の視点からの表
現ガイドライン」を活⽤した、署
内研修の開催。また、広報紙及び
ホームページ等の表現確認を実
施。

Ａ

 男⼥共同参画に対する考え方を
意識付けることができた。男⼥共
同参画の考え方を念頭において、
広報紙やホームページ等を作成し
ていく。

教育総務課  男⼥共同参画に関連した研修に
参加し、意識の向上に努める。ま
た、ホームページ等の作成に関し
ては、男⼥共同参画の視点に⽴っ
た表現とする。

随時  課員の５０％にあたる３名が、
総務課開催の人権研修（ジェン
ダーの平等を実現するために）に
出席し、意識の向上に努めた。
 ホームページ等の作成に関して
は、引き続き男⼥共同参画の視点
に⽴った表現に留意した。

Ａ

 研修を受けて、「ジェンダー平
等」の意味を再認識することがで
きた。研修未受講の課員について
は、講演動画を視聴する予定であ
る。

教育施設課  男⼥共同参画に対する研修を実
施し、意識の向上に努めるととも
に、ホームページ等の作成に関し
ては、男⼥共同参画の視点に⽴っ
た表現とする。

随時  男⼥共同参画に関連した研修に
参加し、意識の向上に努めた。
ホームページ作成時における男⼥
共同参画の視点に⽴った表現に留
意した。

Ａ

 今後も市職員の意識改⾰のため
の研修会に参加し、意識の向上に
努め、ホームページ等作成におけ
る男⼥共同参画の視点に⽴った表
現に配慮する。

15



Ⅰ　すべての女性の活躍

担当課名 令和４年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

令和４年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

⽂化・スポーツ課  市職員の男⼥共同参画に対する
意識改⾰のための研修に参加する
とともに、募集案内やチラシ、ポ
スターなどの作成にあたっては、
「男⼥共同参画の視点からの表現
ガイドライン」に沿った⽂章表現
やイラストに留意する。

随時
50％

 総務課が実施した人権研修に参
加した。
 人物やジェンダー的な要素を扱
うポスター等はないが、発⾏物が
多い部署であるため、印刷物の作
成にあたっては、男⼥共同参画の
視点に配慮した⽂章表現やイラス
トに留意する。

Ｂ

 研修に参加し、職員の意識の持
ち方に変化が現れた。印刷物の作
成にあたっては、常に男⼥共同参
画の視点に配慮して対応してい
る。

⽣涯学習課  人権推進課が実施する研修や課
内人権研修に積極的に参加し、男
⼥共同参画に対する意識改⾰を図
る。
 また、公⽂書や公⺠館だより、
地区と共催で発⾏するチラシ等に
も、男⼥共同参画に対する視点を
持って作成するよう留意する。

研修参加 3回程
度

 総務課主催・教育総務課主催・
課内研修の、計３回の人権研修に
参加した。（うち、ジェンダー平
等がテーマの研修は１回）
 広報誌やチラシの発⾏に際し、
⽂書に不適切な表記がないよう
に、男⼥共同参画の視点を持って
留意し作成した。

Ａ

 職員の男⼥共同参画への意識の
向上につながった。
 今後、性別を表記するものの必
要性について引き続き検討が必
要。

学校教育課  発⾏物を作成する際には、「男
⼥共同参画の視点からの表現ガイ
ドライン」を活⽤し、⽂章表現や
イラストに留意する。
 「男⼥共同参画の視点からの表
現ガイドライン」を活⽤し、全職
員を対象に課内研修を１回実施す
る。

 「男⼥共同参画の視点からの表
現ガイドライン」を活⽤し研修を
実施し、男⼥共同参画の視点に⽴
ち、適切な⽂書表現やイラストの
使⽤に留意し、資料などの作成を
⾏った。

Ａ

 課内で男⼥共同参画の意識を高
め、発⾏物作成や窓⼝対応にあた
ることができた。

学校再編室  市広報や各種たより、プレゼン
テーション⽤資料等の作成に際
し、男⼥共同参画の視点に⽴っ
た、より適切な⽂章表現やイラス
トの使⽤に留意する。
 「男⼥共同参画の視点からの表
現ガイドライン」を活⽤し、全職
員を対象に課内研修を１回実施す
る。

 「男⼥共同参画の視点からの表
現ガイドライン」を活⽤し研修を
実施し、男⼥共同参画の視点に⽴
ち、適切な⽂書表現やイラストの
使⽤に留意し、資料などの作成を
⾏った。

Ａ

 市広報や各種通信発⾏、プレゼ
ンテーションなど男⼥共同参画の
視点に⽴って作成することができ
た。

教育・保育課  「男⼥共同参画の視点からの表
現ガイドライン」を改めて配布・
回覧し、熟読する機会を設けると
ともに、専任園所⻑主任会の中で
研修の場をもつ。また、保護者等
への配布物について配慮するよう
周知する。

・専任園所⻑・主任会、保育協会
理事会の場でガイドラインを配
布・説明し、理解を求めた。
・配布物等、市⺠の方や園所の保
護者に配る前に複数の目で⾒直
し、不適切な表現がないか、確か
め合った。

Ａ

 男⼥共同参画意識をもって取り
組むことができた。今後も庁内だ
けでなく、保育現場にもはたらき
かけたい。

図書館 ・男⼥共同参画に関する研修に、
職員が積極的に参加する。
・図書館だよりや館内掲示など、
男⼥共同参画の視点に配慮した⽂
章表現やイラストに留意する。

・1回以上
・随時

・男⼥共同参画に関する研修に、
職員全員が参加することができ
た。
・図書館だよりや館内掲示など、
男⼥共同参画の視点に配慮した⽂
章表現やイラストに留意した。

Ａ

・今後も男⼥共同参画に関する研
修に積極的に参加する。
・今後も男⼥共同参画の視点に
⽴った表現を意識するよう心がけ
る。
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Ⅰ　すべての女性の活躍

担当課名 令和４年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

令和４年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

教育センター  男⼥共同参画の視点からの表現
ガイドライン等を⽤い、男⼥共同
参画に対する意識改⾰のための研
修を全職員で⾏う。

1回  職員が集合して研修をすること
はできなかったが、ホームページ
やチラシなどを作成する際に、男
⼥共同参画の視点から複数の職員
で確認を⾏い、意識付けを図っ
た。

Ａ

 今後も常に意識するように努め
る。
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Ⅱ　仕事と生活の両立支援

基本目標Ⅱ

№ 具体的施策 施策の内容 担当課名 令和４年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

令和４年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

21 事業主及び労働者への⻑時間労働の解消に向けた啓発  ⻑時間労働が、男⼥の職業⽣活と家庭・地域⽣活の両⽴を
妨げている⼤きな要因であることから、事業主に対し労働時
間の短縮について啓発し、ワーク・ライフ・バランスを推進
します。

商⼯振興課  兵庫労働局及び公共職業安定所
他の資料を配布し、啓発する。

 兵庫労働局及び公共職業安定所
他の資料を配布し、啓発した。

Ａ

 継続して資料を配布すること
で、労働時間短縮の啓発ができ
た。

22 家庭教育を学ぶ機会や家庭教育情報を提供する場への父親の参画
の促進

 親や親となる男⼥を対象として、家庭教育を学ぶ機会と家
庭教育情報を提供します。
 また、特に父親の家庭教育への参画を促進するため、学習
機会や学習内容を充実します。

⽣涯学習課 ・家庭教育学級の実施。
・乳幼児教室を土⽇に開催し、父
親が参加しやすい⽇に実施する。

・家庭教育学級
18回（6館）
・乳幼児教室
3回

 家庭教育学級は6館で17回開催
した。
 乳幼児教室は8館で127回実施
し、父親も参加しやすいよう、土
曜⽇・⽇曜⽇開催の事業を企画す
るなど、父親と⼦どもの参加が
あった。

Ａ

 利⽤施設の都合や幼稚園・認定
こども園との連携という面から、
土・⽇の開催が難しい部分もあ
る。父親の参加促進のために土・
⽇開催もひとつの方策ではある
が、父親の意識変⾰と父親が参加
したくなる企画を考えることが課
題である。

人権推進課  固定的性別役割分担意識を払拭
するためのセミナーを開催し、市
⺠の意識の向上を図る。

⻘⼭公⺠館男⼥共同参画セミナー
出前講座
 開催⽇︓2⽉5⽇
 講 師︓中村和⼦さん
      （オフィスEEE）
 テーマ︓私が気づく、私が変わ
る、社会が変わる〜次世代にどん
な社会を⽤意しますか〜
 参加者︓29人

Ａ

 少⼦高齢化の人⼝減少社会は固
定的性別役割分担意識が残ったま
までは成り⽴たないという話を分
かりやすくしていただきました。
 参加者は多くはなかったが、男
性の参加者もおられ、熱心に聞い
ておられた。

⽣涯学習課  男性料理教室の実施。 2回  男性料理教室を2館で９回開催
し、男⼥が共同で家事を担うため
の意識づくりに努めた。

Ａ

 料理教室は参加者からの人気が
高く、男性が興味を持って参加で
きる教室運営を今後も考えてい
く。

⼦育て支援課  父親の⼦育て参加の促進をめざ
し、休⽇に家族で参加できる事業
としてファミリーＤａｙを開催す
る。

年6回 実施回数5回
参加者数(内父親参加数）
5⽉1⽇  65人(8人）
6⽉19⽇ 46人(15人）
10⽉30⽇ 84人(16人）
11⽉20⽇ 72人(12人）
12⽉18⽇ 77人(16人）
3⽉18⽇   115人(5人）(予定）

Ｂ

 休⽇に事業を開催することによ
り、父親の⼦育て事業の参加を促
すことができ父親の参加数も増加
している。
 ファミリーＤａｙとして開催し
ており、父親の育児参加を積極的
に促す事業の実施ができていな
い。

自己評価︓A…効果有 B…課題有 C…効果無

23 男性の家事・育児・介護への参画の促進  家事・育児・介護を、男⼥が共に担うという意識を高める
とともに、家事・育児・介護の知識や技術を学習する機会を
提供します。
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Ⅱ　仕事と生活の両立支援

№ 具体的施策 施策の内容 担当課名 令和４年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

令和４年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

介護保険課  介護を男⼥が共に担うという意
識を高めるため、介護の知識や健
康づくりをテーマに家族介護教室
や介護予防講座を開催する。

 年間4回の家族介護教室や年間
18回の地域介護教室を実施し、認
知症予防の⼤切さ等を伝えるとと
もに男⼥が共に介護を担うという
意識付けを⾏った。また、相談窓
⼝についての周知を図った。

Ａ

 家族介護教室は、介護を男⼥が
共に担うという意識を高めるきっ
かけづくりとなるため、家族介護
者に対して介護に関する有⽤な情
報を提供するとともに、懇談会を
通して精神的負担の軽減を図るこ
とができた。相談窓⼝について、
さらに周知が必要である。

人権推進課  地域活動に男⼥が共に参画する
ことの意義を伝える講演会を開催
する。

１回 男⼥共同参画週間記念講演会
 開催⽇︓7⽉2⽇
 講 師︓⽵安栄⼦さん
      （京都⼥⼦⼤学学⻑）
 テーマ︓地域づくりにおける男
⼥共同参画
 参加者︓会場96人 Zoom2人

Ａ

 統計を⽤いた⽇本のジェンダー
ギャップ指数や自治会の役員や市
議会議員の⼥性割合を高めること
の重要性について、分かりやすく
お話いただけた。受講後のアン
ケートで8割以上の方が「満⾜」
「やや満⾜」と答えられた満⾜度
の高い講演会となった。

⽣涯学習課 ・⼥性セミナーの実施
・高齢者教室の実施
・各種専門教室の実施

・⼥性セミ
ナー、高齢者教
室50回（10館）
・高齢者教室50
回（10館）
・専門教室20教
室（10館）
 

 ⼥性セミナーは、全館で合計83
回の実施があった。
 高齢者教室は、全館で合計73回
の実施があった。
 専門教室は、全館で１１５教室
があった。

Ａ

・専門教室は、地域住⺠のニーズ
に合った形で実施できている。
・男⼥共同参画の視点を積極的に
取り⼊れて企画・運営する。

25 市役所の男性職員の育児休業・介護休暇等の取得の推進  市役所が男⼥共同参画のモデル事業所となるよう、ワー
ク・ライフ・バランスなどの研修を⾏うとともに、男性職員
が育児休業や介護休暇等を取得しやすい職場風土づくりに取
り組みます。

総務課  引き続き、男性職員の育児休業
や介護休業の取得等の推進を図
る。

 R4.10の育児
休業の改正にお
いて、あらため
て職員へ周知し
ていく。

 令和4年度は介護休業の取得は
無かったが、男性職員の育休取得
は4件あった。 Ｂ

 今後も引き続き啓発に努める。

商⼯振興課  兵庫労働局及び公共職業安定所
他の資料を配布し、啓発する。

 市内企業に兵庫労働局及び公共
職業安定所他の資料を配布し、啓
発した。

Ａ
 継続して資料を配布すること
で、労働者の仕事と⽣活の両⽴に
ついて啓発ができた。

人権推進課  ワーク・ライフ・バランスを
テーマにした講座を開催する。

１回  ワーク・ライフ・バランスを
テーマにした講座について、今年
度は開催できなかった。 Ｃ

 毎年テーマを変えてセミナーを
開催しているため今年度は開催で
きなかったが、平成30年度に開催
済み。

27 企業への育児・介護休業制度の啓発  関係機関との連携により、企業や労働者に対して、育児・
介護休業制度を活⽤できるよう啓発します。

商⼯振興課  兵庫労働局及び公共職業安定所
他の資料を配布し、啓発する。

 市内企業に兵庫労働局及び公共
職業安定所他の資料を配布し、啓
発した。

Ａ
 継続して資料を配布すること
で、育児・介護制度の活⽤に理解
を得られるよう啓発ができた。

24 地域活動において男⼥が共に参画できるような情報や学習機会の
提供

 地域活動に男⼥が共に参画することの意義を伝える学習機
会を提供し、参加を促します。

26 ワーク・ライフ・バランスの啓発  労働者の仕事と⽣活の両⽴を支援するため、ワーク・ライ
フ・バランスを啓発します。
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Ⅱ　仕事と生活の両立支援

№ 具体的施策 施策の内容 担当課名 令和４年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

令和４年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

28 企業への多様な働き方の啓発  関係機関との連携により、企業に対して、フレックスタイ
ム制度や在宅勤務等の多様な働き方について啓発します。

商⼯振興課  兵庫労働局及び公共職業安定所
他の資料を配布し、啓発する。

 市内企業に兵庫労働局及び公共
職業安定所他の資料を配布し、啓
発した。

Ａ
 継続して資料を配布すること
で、多様な働き方に理解が得られ
るよう啓発ができた。

商⼯振興課  兵庫労働局及び公共職業安定所
他の資料を配布し、啓発する。

 市内企業に兵庫労働局及び公共
職業安定所他の資料を配布し、啓
発した。

Ａ
 継続して資料を配布すること
で、育児等各種休暇の理解に効果
が得られるよう啓発ができた。

人権推進課  ワーク・ライフ・バランスに配
慮した企業の取組を紹介した冊⼦
やパンフレットなどを配架する。

 ワーク・ライフ・バランスに配
慮した企業の取組を紹介した冊⼦
やパンフレットなどを配架できな
かった。

Ｃ

 来年度はワーク・ライフ・バラ
ンスに関する啓発展示等、手法を
変えた方法も検討したい。

29 ワーク・ライフ・バランスに配慮した企業の取組の紹介  育児・介護休業等各種休暇の取得を積極的に推進している
など、職業⽣活と家庭・地域⽣活との両⽴に配慮した企業の
取組を紹介します。
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Ⅲ　互いに支え合う家庭と地域

基本目標Ⅲ

№ 具体的施策 施策の内容 担当課名 令和４年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

令和４年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

⼦育て支援課  市内において⼦育て支援に関す
る活動を⾏っている団体に⼦育て
支援団体活動促進事業補助⾦を支
給し、⼦育て支援活動を促進す
る。
 市内の⼦どもを対象に食事を提
供し居場所づくりを⾏う⼦ども食
堂を運営する団体に対し、運営経
費の一部を補助し、⼦どもが健や
かに成⻑できる環境整備を促進す
る。

7団体

６団体

申請団体︓⼦育て支援団体活動促
進事業補助⾦ 8団体
⼦ども食堂運営助成事業補助⾦
5団体

Ａ

 補助⾦を利⽤して活動すること
で、⻑期的な活動に繋がり、保護
者に対し⻑期的に支援することが
できる。
 「⼦ども食堂」の運営を支援す
ることで、⼦どもが安心して過ご
せる居場所づくりとなる。

教育・保育課  ⼦育て拠点として、園（所）が
有する機能を地域に還元する。
（園庭開放、地域の方への園⾏事
の周知等）

公⽴施設全園で
の実施

 新型コロナウイルスの影響で回
数は限られたが、公⽴施設全園に
おいて園庭開放や園⾏事への周知
等を⾏い、⼦育て支援を⾏った。

Ｂ

 ⼦育て拠点として、保護者の交
流の場や⼦育て相談窓⼝の役割を
提供できた。

31 高齢者が住み慣れた地域で暮らせる環境づくり  高齢者が住み慣れた地域や住まいで安心して⽣活できるよ
う、介護関係の事業所（施設等を含む）や⾏政、住⺠が連携
し、地域全体で高齢者やその家族を支えることのできるネッ
トワークを構築します。

介護保険課  住み慣れた地域で自分らしい暮
らしを続けられるよう住まい・医
療・介護・予防・⽣活支援が一体
的に提供されるよう地域包括ケア
システムの構築を推進する。ま
た、高齢者の保健事業と介護予防
の一体的実施に向けての準備を進
めるとともに、各関係機関等との
連携を深める。

 ⽣活支援コーディネーターを配
置し、協議体（圏域ごとの暮ら
し・⽣活部会）に参加して、移動
手段や買い物など各地域の課題解
決に向けたアドバイス等の支援を
⾏った。また、協議体が設置され
ていない圏域については、設置に
向けた支援を⾏った。

Ａ

 ⽣活支援コーディネーターの支
援を受け、住⺠主体の協議体が7
圏域（三木南・別所・志染・⼝吉
川・細川・自由が丘・緑が丘）で
設置され、地域の課題解決に向け
た協議が⾏われている。協議体未
設置の3圏域（三木・⻘⼭・吉
川）の設置に向けた支援を引き続
き⾏っていく。

健康増進課  妊娠期・出産期・育児に関する
相談事業を継続し、ニーズに沿っ
たきめ細かな相談体制の充実を図
る。
 また、必要に応じて医療機関及
び関係課と連携し、適切な指導や
対応を図る。

 ⺟⼦健康手帳交付時に、⼦育て
包括支援センター及び、産前・産
後サポート事業等の相談先や、産
後ケア事業等産後利⽤できるサー
ビスについてチラシを配布し情報
提供している。
 また、支援の必要性が高い妊婦
に対しては、産前から相談を重
ね、スムーズな育児のスタートが
できるよう体制を整えている。

Ａ

 個々の状況に応じた相談を⾏う
ことができた。
 産後ケアを利⽤された産婦から
は「利⽤して良かった」という声
が聞かれている。
 医療機関との連携もスムーズに
⾏えており、早期の支援につなげ
ることができている。

自己評価︓A…効果有 B…課題有 C…効果無

 仕事をしている、していないに関わらず、⼦育て中の保護
者や親⼦の交流を促進する場や、地域住⺠同⼠の助け合いな
ど、地域で安心して⼦育てができる環境をつくるための施策
を推進します。

地域で⼦育てができる環境づくり30

32 ⼦育てや介護に関する相談体制の充実  妊娠・出産・育児に関する相談を充実するとともに、必要
に応じて医師、⻭科医師、保健師等による指導を受けること
ができる体制づくりを進めます。
 また、介護を必要とする人や介護を担う家族等が適切な
サービスを受けられるよう、介護保険制度やその内容につい
ての情報を提供するとともに、相談体制を充実します。
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Ⅲ　互いに支え合う家庭と地域

№ 具体的施策 施策の内容 担当課名 令和４年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

令和４年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

⼦育て支援課  ⼦育て支援コーディネーターに
よる面接や電話による相談業務を
実施する。
 また、各公⺠館等で実施する親
⼦ふれあい遊び（⼦育てキャラバ
ン）に保育⼠をはじめ保健師・栄
養⼠・臨床心理⼠・作業療法⼠が
参加し相談できる環境を整える。

⼦育てキャラバ
ン年間180回

 ⼦育て支援コーディネーターに
よる面接や電話による相談業務を
実施した。
相談件数290件（⾒込み）

⼦育てキャラバン実施回数
年間184回（⾒込み）

Ａ

 面接や電話相談により、⼦育て
に不安を抱える保護者の負担を軽
減できた。育児不安に加え家族間
の問題を抱える保護者が増加して
いる。
 ⼦育てキャラバンは、保健師、
栄養⼠、作業療法⼠等の専門職が
参加することで、保護者に専門的
なアドバイスができた。

介護保険課  介護保険ガイドブックや広報・
市のホームページ等により、介護
保険制度やその内容を周知する。
また、市内各地区（9か所）の在
宅介護支援センターにおいて、地
域包括支援センターのブランチと
して相談業務を⾏うとともに、相
談体制の充実に向けて、他課や関
係機関との連絡調整や支援者のス
キルアップを図る。

 介護保険のわかりやすいガイド
ブックを活⽤し、介護を必要とす
る方への説明を⾏い、広報・市の
ホームページ等により介護保険制
度やその内容についての周知を
図った。また、地域包括支援セン
ターや、各地区9か所にある在宅
介護支援センターで相談業務を
⾏った。

Ａ

 自⾝や家族が要介護となった時
のための準備や相談先を提供する
ことで、適切なサービスを受けら
れるよう相談体制の周知を図っ
た。
 相談内容が複雑で多岐に渡るこ
とが増えており、他課や関係機関
との連携調整や支援者のスキル
アップが必要となっている。

健康増進課  遊びや絵本を活⽤した⼦育て学
習や健診・健康教室を通して健康
教育の充実を図り、安心して⼦育
てができる環境整備を進める。

 みっきぃたまぴよサロン産前サ
ポート11回、産後サポート12
回、離乳食クッキング6回を開催
して、妊娠・出産・育児について
の知識を得る機会を提供した。

Ａ

 妊産婦の疑問に対応できてい
る。
 会場レイアウトを変更し、感染
予防対策を取りながら実施でき
た。今後も引き続き、相談できる
機会を確保していく。

⼦育て支援課  ⼦育てセミナー等の事業を展開
して保護者の⼦育て学習を実施す
る。

⼦育てセミナー3
回

実施回数
⼦育てセミナー  4回
BP1プログラム  5回 Ａ

 保護者が関心の高いテーマを選
び、学習機会を提供できた。
 また、ＢＰプログラムを実施す
ることで、第１⼦出産後の不安を
抱える⺟親のサポートが出来た。

34 保護者の就労時間や就労形態の多様化に対応するための保育サー
ビスの充実

 保護者の就労時間や就労形態の多様化に対応するため、延
⻑保育や休⽇保育等のサービスを充実し、⼦育てと仕事の両
⽴を支援します。

教育・保育課  保護者の要望により、延⻑保育
や一時預かり保育の受け⼊れを⾏
う。また年度途中の⼊所申込を受
け付け、⼊所調整を⾏う。

 保護者のニーズに応じて、延⻑
保育や在園児の預かり保育、在園
児外の児童に対する一時預かりを
実施できた。また年度途中の⼊所
受⼊れも継続して実施している。

Ａ

 多様な就労形態に対応する受け
⼊れを実施することができた。

35 放課後児童健全育成事業（アフタースクール）の充実  就労や疾病、介護などにより、昼間保護者が家庭に居ない
小学⽣を対象に、児童の保護と遊びを通した健全な育成のた
め、アフタースクールの運営を継続します。

教育・保育課  保護者の就労を支援するため、
⼊所を希望する児童の適切な受⼊
を⾏うと共に、在籍する児童が健
全に育成されるよう援助を⾏う。

 13箇所のアフタースクール事業
所の運営を通じて、市内全ての小
学校区で児童の受け⼊れを⾏っ
た。

Ｂ

 保護者の就労機会の確保に繋げ
ることができた。一方、一部の地
域においては、⼊所希望者が増加
しており、高学年児童の待機解消
について課題が残る。

33 ⼦育て学習機会の充実  ⼦どもの健やかな成⻑のために、⼦どもたちの成⻑に合わ
せ、健康教育や⼦育て学習の機会を充実するとともに、健
康・育児相談を充実し、安心して⼦育てができる環境を整備
します。
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36 介護サービスについての情報提供と質の向上  介護サービスの質の向上をめざして事業者についての外部
評価及びその情報公開を⾏うよう指導するとともに、利⽤者
や家族が安心してサービスを受けられるように取り組みま
す。

介護保険課  市内介護サービス事業者の一覧
表を作成し、市のホームページに
掲載するとともに、窓⼝等で配布
する。
 また、介護サービス事業者に対
して外部評価及び情報公開を⾏
う。

 介護保険サービス事業者の一覧
表の改定を⾏い、市ホームページ
に掲載するとともに、窓⼝等で配
布し、必要な時に相談先等がわか
るように介護保険サービス事業者
の情報提供を⾏った。
 地域密着型サービスの認知症対
応型共同⽣活介護と小規模多機能
居宅介護事業者に対し、外部評価
及び情報公開を⾏うよう指導して
いる。また、市内のグループホー
ムの評価については来庁された方
が閲覧できるよう窓⼝に設置して
いる。

Ａ

 介護保険サービス事業者の情報
を提供することにより、必要時の
相談先の目安となり安心した⽣活
につながった。
 事業者の開設や閉設等により、
随時、一覧表の改定が必要であ
る。
 外部評価及び情報公開を⾏うこ
とで適正な事業所運営につながっ
た。今後も、事業者に評価の実施
を指導し、サービス受給者への人
権意識を高めるよう促していく。

人権推進課  市内の各公⺠館を始め、市⺠が
利⽤しやすい施設等とも連携し、
出前講座を開催する。

出前講座の実施
5回

男⼥共同参画センター出前講座
 中央公⺠館
  開催⽇︓9⽉13⽇
  講 師︓⻫藤容⼦さん
 自由が丘公⺠館
  開催⽇︓8⽉26⽇
  講 師︓⿊崎輝美さん
 緑が丘町公⺠館
  開催⽇︓1⽉18⽇
  講 師︓藤原直さん
 志染町公⺠館
  開催⽇︓11⽉17⽇
  講 師︓家島明彦さん
 細川町公⺠館
  開催⽇︓12⽉11⽇
  講 師︓家島明彦さん
 ⻘⼭公⺠館
  開催⽇︓2⽉5⽇
  講 師︓中村和⼦さん

Ａ

 男⼥共同参画の視点を取り⼊れ
た防災対策や、性的少数者への理
解、ジェンダーによるアンコン
シャスバイアスなど、様々なテー
マの講座が開催できた。

⽣涯学習課  公⺠館において、男⼥共同参画
センターと共催で、⼥性セミ
ナー、高齢者教室等を実施する。

3回  男⼥共同参画出前講座と共催で
3回実施し、積極的に促進に努め
た。 Ｂ

 男⼥共同参画に関する理解を深
めるために今後も講座を計画し、
意識形成に努める。

37 地域への出前講座の開催  男⼥共同参画に関する理解を深めるため、地域での取組を
働きかけるとともに、公⺠館等での⽣涯学習の場において、
出前講座を開催します。
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福祉課  市内の小・中学校等で、昔遊び
や戦争体験の講話など、「地域⽂
化の伝承」を⾏い、高齢者の活躍
の場づくりや世代間交流の支援を
⾏う。

10回/年  市内の認定こども園や小・中学
校等の児童・⽣徒を対象に地域⽂
化伝承の支援をした。コロナの影
響により地域⽂化伝承を⾏う機会
が減少した。

Ｂ

 高齢者の⽣きがい対策として、
高齢者の経験や知識を活⽤した
「地域⽂化伝承の学習」を⾏い、
世代間交流の場が定着している。
申請を⾏ったことのない学校もあ
るため、今後も周知を図る。

⽣涯学習課  高齢者教室の実施。 ・50回（10館）  10館で73回実施した。

Ａ

 ⽣涯にわたって学び、学習機会
を通じて新たな人間関係を育む機
会の提供ができた。
 さらに学習意欲を高め、高齢者
⼤学での学びにつなげていく。

人権推進課  公⺠館で開催する出前講座に、
高齢者の方にも参加してもらえる
よう積極的に呼びかける。

 具体的施策№37のとおり。

人権推進課  ⼥性の人材についての情報を整
備し、講師の紹介依頼などに対し
て積極的に支援する。

 職員人権研修において、ジェン
ダー平等についてお話いただける
講師のいただける方を紹介してほ
しいとの総務課からの依頼に対応
した。

Ａ

 多様なテーマの講師紹介の依頼
に対応できるように、今後も人材
リストを整備したい。

⽣涯学習課  ⼥性セミナーの実施。 ・50回（10館）  10館で83回実施した。
Ａ

 ⼥性の人材について幅広い情報
を収集し、公⺠館同⼠で共有す
る。

⽣涯学習課  公⺠館において、男⼥共同参画
センターと共催で、⼥性セミ
ナー、高齢者教室等を実施する。

3回  男⼥共同参画出前講座と共催で
3回実施し、積極的に促進に努め
た。

Ｂ

 男⼥共同参画に関する理解を深
めるために今後も講座を計画し、
意識形成に努める。

人権推進課  ⼥性が地域活動に参画するメ
リット等についての講演会を開催
する。

１回  具体的施策№24のとおり。

 地域活動への男⼥の参画をより一層促進するための啓発を
⾏います。

40 地域活動への男⼥の参画促進のための広報の充実

39 ⼥性の人材情報の整備と提供  ⼥性の人材について幅広い情報を収集するとともに、人材
リストを整備し、人材情報を提供します。

38 高齢者の多様なライフスタイルに対応した学習機会の提供  ⽣涯にわたって学び、学習機会を通じて新たな人間関係を
育み、高齢者が経験や知識を活かしながら、その能⼒や意欲
を発揮できるような体制をつくります。
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41 ボランティア活動の支援  各種ボランティア養成講座を開催し、ボランティア活動を
推進します。
また、ＮＰＯ等と連携することで地域に根ざした環境づくり
をめざします。

市⺠協働課  ボランタリーフェスタを開催
し、ボランティア活動団体の情報
発信と団体間の情報共有を⾏うこ
とで、⽼若男⼥問わず、様々な市
⺠のボランティア参加意欲の高揚
をめざす。
 また、ボランティア団体やＮＰ
Ｏ団体へ市⺠活動支援⾦の交付を
⾏うことにより、各団体の⽴ち上
げや自主・自⽴に向けた支援を実
施する。

 11⽉にボランタリーフェスタを
開催し、市⺠活動団体やボラン
ティア活動団体のポスター紹介や
展示を通じて、お互いの情報共有
を図るとともに、まちづくりの集
いと称し、区⻑や⺠⽣委員児童委
員等で各10地域の魅⼒と地域間交
流の可能性を考える講演を実施し
た。
 また、2（⾒込み）のボラン
ティア団体へ市⺠活動支援⾦の交
付を⾏った。

Ａ

 市⺠活動センターを拠点とした
情報発信や情報共有は実施できて
いる。また、ホームページ等も活
⽤した活動団体の情報発信も⾏っ
ている。
 市⺠活動支援⾦は新規で活動を
開始する団体を中心に支援を⾏う
制度であるため、既存の団体で公
益的な市⺠活動を⾏っている団体
は庁内全体で支援していく。

42 育児期の親が地域活動に参加できる条件整備  地域活動の際に、⼦どもの一時あずかりを⾏ったり開催時
間を⼯夫するなど、育児期の親が参加しやすい地域活動の条
件整備を⾏います。

人権推進課  育児期の親が参加するための取
組例などを、情報誌等により紹介
する。

 育児期の親が参加するための取
組例などを情報誌等により紹介で
きなかったが、会場とオンライン
併⽤でのセミナーを開催するな
ど、育児期の親が参加しやすい体
制を整えた。

Ａ

 今後も男⼥共同参画センター主
催の事業は育児期の親が参加しや
すいような条件を整える。

危機管理課  訓練やイベント等を実施し、多
くの人が参加することで防災意識
の高揚を図る。

 三木市が主催する総合防災
訓練や自主防災組織育成研修
会及び地区まちづくり協議会
が主催する地区防災訓練には
多くの人が参加し、防災意識
を高めている。

Ａ

 ⽼若男⼥の参加があり、防
災・減災についての備えを考
える機会となっている。
 しかしながら、これまでか
ら訓練に参加していない人々
にとって、参加したくなるよ
うな訓練内容や方法を検討す
る必要がある。

消防本部  広報みき、新聞広報記事等によ
る啓発や地域、学校、職場等での
訓練を通じて、男⼥共同での防災
意識の高揚に努める。

広報・新聞
⽉１回

 広報みき等で地域防災について
の普及啓発活動を掲載している。
 また、職場等の訓練ではそれぞ
れが果たすべき役割を認識するこ
とで、防災意識の高揚を図ってい
る。

Ａ

 コロナ禍であったが男⼥が共に
助け合う⼤切さを啓発することが
できた。
 今後も継続的に反復し防災意識
の高揚を図っていく。

44 男⼥共同参画の視点を踏まえた防災の取組  防災に関する政策、方針決定の過程等において⼥性の参画
を推進し、男⼥共同参画の視点を取り⼊れた防災体制を整え
ます。
 また、男⼥共同参画の視点を踏まえた防災計画を策定し市
⺠に周知するとともに、必要に応じて⾒直します。

危機管理課  三木市地域防災計画の作成及び
実施を推進する三木市防災会議に
おける⼥性委員の登⽤を進め、男
⼥共同参画の視点を踏まえた防災
計画を策定する。

 ⼥性委員9人以
上。

 防災会議における⼥性委員
は、９名の登⽤となった。
 男⼥共同参画の視点を踏ま
えた防災計画を策定する。 Ａ

 防災会議の性質上、⼥性委
員の９人以上を確保すること
はかなり難しい状況にある。
 今後は、専門委員として県
市の⼥性職員を選出する等の
委員構成を検討する必要があ
る。

防災意識の高揚に向けた取組  平常時から家庭、地域、学校、職場等で防災への積極的な
取組を推進し、男⼥が共に地域防災の担い手となる意識を高
めます。

43
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45 男⼥共同参画の視点に配慮した避難所の運営  避難所運営に男⼥が運営委員として参画し、⼥性更⾐室や
授乳室の確保等、男⼥共同参画の視点に配慮して運営しま
す。

危機管理課  避難所運営マニュアルを男⼥共
同参画の視点に配慮し作成する。

 今年度中には避難所運営マ
ニュアルが完成する⾒込み。
男⼥共同参画の視点に配慮し
作成した。

Ａ

 男⼥共同参画の視点で作成
する避難所運営マニュアル
は、災害において弱者となる
⼥性や⼦ども等に配慮したも
のとなる。

人権推進課   出前講座で、男⼥共同参画の視
点に⽴った避難所の運営をテーマ
としたセミナーを⾏い、災害時の
ＤＶや性暴⼒被害防⽌に対する意
識を高める。

中央公⺠館男⼥共同参画セミナー
出前講座
 開催⽇︓9⽉13⽇
 講 師︓⻫藤容⼦さん
      （関⻄学院⼤学災害復
興制度研究所准教授）
 テーマ︓男⼥(とも)に学ぼう防
災
 参加者︓98人

Ａ

 災害時の避難所運営に⼥性が参
画することや、平常時から避難所
運営計画に⼥性の視点を取り⼊れ
て策定することの重要性等につい
て学んでもらうことができた。

危機管理課  訓練やイベント等において啓発
に努める。防犯対策も踏まえた避
難所運営マニュアルを作成する。

 訓練やイベント等において
啓発することができなかっ
た。
 今年度中に完成予定の避難
所運営マニュアルには、防犯
対策も加えた。

Ｂ

 訓練やイベント等におい
て、災害時におけるＤＶや性
暴⼒被害の防⽌を啓発する具
体的な方法について検討す
る。

46 災害時のＤＶや性暴⼒被害の防⽌に対する取組  災害時におけるドメスティック・バイオレンス（以下「Ｄ
Ｖ」という。）や性暴⼒被害の防⽌を啓発するとともに、被
害が⽣じた場合の早期対応に向けた支援体制を整えます。

26



Ⅳ　男女が共に安心して生活できる環境の整備

基本目標Ⅳ

№ 具体的施策 施策の内容 担当課名 令和４年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

令和４年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

47 妊産婦同⼠が情報交換のできる交流の場づくりの推進  妊娠中や出産及び産後の不安を緩和するため､妊産婦同⼠
が気軽に情報交換のできる交流の機会や場づくりを進めま
す｡

健康増進課  産前・産後サポート事業を実施
し、妊娠期から育児期にかけての
仲間づくり・交流の場づくりの機
会を設け、併せて専門職による相
談を通して妊娠・出産・育児への
不安の解消を図る。

「みっきぃたま
ぴよサロン」と
して実施。産前
サポート、産後
サポートを各⽉
１回。

 みっきぃたまぴよサロン産前サ
ポート11回、産後サポート12
回、離乳食クッキング6回を開催
しており、妊娠・出産・育児の知
識を得たり、他の妊産婦との交流
を促している。

Ａ

 開催時には、妊産婦同⼠で情報
交換できている。
 今後も感染予防対策を講じ、必
要時は個別相談等によるフォロー
を⾏いながら、妊娠・出産・育児
への不安解消を図れるよう事業を
継続する必要がある。

48 妊娠や乳幼児に関する相談の充実  安心して妊娠・出産ができる地域医療機関や各種サービス
の情報提供を⾏うとともに、⼦どもの発達や健康、育児につ
いての相談に応じます。
 また、不妊相談窓⼝の開設状況など、必要に応じた適切な
情報提供を継続して⾏います。

健康増進課  ⼦育て世代包括支援センターを
中心に妊娠・出産・育児等に関す
る相談に応じ、不安解消と⺟性の
醸成を図る。
 不妊治療についても助成事業等
の必要な情報を提供する。

 随時、妊娠・出産・育児等に関
する相談に応じている。
 不妊治療についても個別での相
談に応じ、助成事業などの必要な
情報提供を⾏っている。
 不妊治療の相談窓⼝について
は、広報みきやホームページにも
掲載し、周知を図っている。

Ａ

 随時、相談に応じることで不安
解消に努めている。

49 妊娠届出の早期提出に対する啓発  医療機関と連携しながら妊娠届出の早期提出を啓発し、⺟
⼦健康手帳が早期に交付できるよう取り組むことにより、妊
娠初期からの⺟⼦の一貫した健康支援を進めます｡

健康増進課  医療機関と連携することで妊娠
届出の早期提出を促進し、⺟⼦健
康手帳の早期交付と、妊娠初期か
らの妊婦に対する一貫した心⾝の
健康支援を進める｡

妊娠11週までの
交付率 100％

 主な医療機関に妊娠届出書を配
布し、早期提出を促している。
 広報に⺟⼦健康手帳の交付につ
いて掲載し、早期提出の周知を
図っている。

Ａ

 主な医療機関に配布した妊娠届
出書で、約95％の方が妊娠11週
までに交付に来所されている。

50 ⺟性保護の重要性についての啓発  ⺟性保護の重要性についての認識を広めるため、教育・啓
発パンフレットの作成や講演会・講座、グループ学習を開催
します。

人権推進課  情報誌において、性教育の必要
性について啓発するとともに、図
書や講座案内を配架し、市⺠に情
報提供する。

 情報誌「こらぼーよ」において
「イマドキの性教育、さらに前
進︕男⼦にも⽉経教育♪」という
記事を掲載した。

Ａ

 ⽉経にまつわる⼥⼦の⾝体の⾟
さ等を男⼥一緒に学ぶことで、お
互いに配慮する心が⽣まれている
ことについて周知することができ
た。

51 ライフステージに応じた保健サービスの提供と健康づくりの推進  出⽣期から高齢期までのライフステージに応じて、健康診
査、相談、検診等の保健サービスを提供します。
 また、ライフステージや⾝体状況に応じて取り組める運動
についての情報を発信します｡

健康増進課  妊娠を望む夫婦や妊娠期〜⼦育
て期の父⺟に対し、助成制度や乳
幼児健診、相談業務等ニーズに
沿った保健サービスを提供する。
 また、町ぐるみ健診・健康相
談・健康教室の実施を通して若年
〜高年層の健康意識の向上を図
る。

・乳幼児健診
（乳児、1歳6か
⽉児、3歳児）を
各⽉１回
町ぐるみ健診30
回

・乳幼児健診（乳児・1歳6か⽉・
3歳）年36回実施
・妊娠・出産についてや乳幼児の
育児や発達についての相談を受
け、必要に応じて専門職の相談機
会を設けている。
・成人保健相談 総合保健福祉セ
ンター8回、吉川健康福祉セン
ター7回実施
・町ぐるみ健診︓30回実施

Ａ

・個々に応じた保健指導や継続的
な支援を⾏い、⺟⼦保健の増進を
図れている。
・健診や健康相談を通して、⽣活
習慣の改善などの助⾔や健康づく
りの情報などを提供できた。

自己評価︓A…効果有 B…課題有 C…効果無

27



Ⅳ　男女が共に安心して生活できる環境の整備

№ 具体的施策 施策の内容 担当課名 令和４年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

令和４年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

健康増進課  町ぐるみ健診・健康相談・健康
教育の実施を通して若年〜高年層
の健康意識の向上を図る。
 令和４年度は、広報みきの特集
号で健診を啓発する。

広報みき７⽉号
掲載
成人保健相談︓
15回

・乳幼児健診（乳児・1歳6か⽉・
3歳）年36回実施
・みっきぃたまぴよサロン産後サ
ポート 年12回実施
・成人保健相談 総合保健福祉セ
ンター8回、吉川健康福祉セン
ター7回実施 Ａ

 妊娠中から⼦育て期、成人〜高
齢者まで健康づくりに関する情報
を提供できた。
 各種健康相談を通して、各ライ
フステージにおける悩みに寄り添
い、助⾔や健康づくり情報などを
提供できた。今後も気軽に相談で
きる場として周知が必要。
 健康づくりに関する情報を提供
できた。
 健康相談を通して、⽣活習慣の
改善などの助⾔や健康づくりの情
報などを提供できた。

介護保険課  認知症や介護予防の取組につい
て、広報で特集ページを企画した
り、市のホームページを活⽤して
普及啓発を図る。
 また、継続した通いの場の提供
や介護予防講座の開催などによ
り、高齢者の健康づくりを支援す
る。

 広報9⽉号で「人⽣100年時代
をいきいきと過ごすために」と題
し、認知症やみっきぃ☆いきいき
体操について特集記事を掲載、三
木駅待合施設のデジタルサイネー
ジの利⽤、ホームページでの体操
動画等の掲載等、体操の普及啓発
に努めた。また、定期的に運動指
導員を派遣するなど各教室が自主
活動として取り組めるように支援
した。
今年度は、体⼒測定方法等を⾒直
し、全教室を対象に体⼒測定とア
ンケートを実施し、結果説明に理
学療法⼠と保健師が各教室を訪問
した。また、⼤学と連携し、希望
教室に転倒予防の学習を⾏った。

Ａ

 新規のみっきぃ☆いきいき体操
の自主教室が4か所⽴ち上がり、
市内での自主教室が118か所に
なった。今後も引き続き広報や
ホームページ等を活⽤し市内全体
への普及啓発に取り組むととも
に、継続した通いの場の提供がで
きるよう、関係団体等との連携を
図っていく必要がある。

障害福祉課  兵庫県が主催する障害者スポー
ツ⼤会や市のふれあいスポーツ⼤
会への参加を通じて体⼒の維持と
機能回復を図り、かつ社会参加
や、他の市⺠の方等との交流の促
進を図る。
 また、うつ病などのこころの健
康に関する相談等を⾏うこころの
相談窓⼝を設置する。

 県の障害者スポーツ⼤会は新型
コロナ感染予防対策を実施のう
え、無観客で開催。市のふれあい
スポーツ⼤会はニュースポーツ体
験会と内容を変更し実施。ボッ
チャ、フライングディスク等を時
間毎に振り分けて体験するように
した。
 こころの相談窓⼝では、2⽉末
現在で560件の相談があった。

Ａ

 次年度のスポーツ⼤会はどのよ
うな形で実施をするのか継続して
実⾏委員会にて協議、関係課と連
携していく必要がある。
 こころの相談窓⼝では、コロナ
関連の相談が落ち着いてきたが、
継続してゲートキーパー養成にも
⼒を⼊れ、周知、啓発活動を続け
ていく。

健康で活動的に過ごせるための支援52  健康で活動的に過ごせる健康寿命を延伸するため、成人
期・高齢期の健康づくりを支援します。
 また、うつ病などのこころの健康に関する相談を実施しま
す。
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№ 具体的施策 施策の内容 担当課名 令和４年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

令和４年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

53 疾病の予防、検診の充実  例えば男性特有の病気である前⽴腺がん、⼥性特有の病気
である⼦宮がん、⼥性に多い乳がんや高齢⼥性に多いとされ
る⾻粗しょう症等、性別や年齢により異なる健康課題につい
ての知識を普及するとともに、疾病についての予防対策の学
習や相談・検診などを実施します。

健康増進課  各種健診を定期的に受診するこ
とで、疾病の早期発⾒と予防に繋
がることから、町ぐるみ健診等の
受診啓発を進める。がん検診の無
料対象者に無料券の発⾏とともに
受診勧奨の通知を⾏う。

・町ぐるみ健診
30回
（⼦宮頸がん検
診8回、乳がん検
診13回）
・広報みき７⽉
号（健診特集
号）掲載

・町ぐるみ健診 30回実施
 ⼦宮頸がん検診 8回実施
 乳がん検診 13回実施
 前⽴腺がん検診 30回実施
 ⾻粗しょう症検診 30回実施

・広報みき７⽉号（健診特集号）
掲載
・⼦宮がん検診及び乳がん検診の
無料対象者の未受診者へ再勧奨通
知の発送を実施した。

Ａ

・町ぐるみ健診を計画通り実施す
ることができた。
 また、検診により、がん等の発
⾒にもつながった。
・がん検診の無料対象者に無料券
を発⾏後、受診勧奨を⾏ったこと
で、受診者も増加した。

健康増進課  訪問、健診、相談、思春期健康
教育等を通して性感染症予防に関
する正しい知識の普及や情報提供
を実施する。

 思春期保健福祉体験学習の事前
学習で、性感染症の予防について
伝えている。 Ａ

 中学⽣からは「初めて知ったこ
ともある」という反応もあり、知
識の普及につながった。

人権推進課  性感染症に関する図書や、講座
案内を配架し、市⺠に情報提供す
る。

 性感染症に関する図書や、講座
案内を配架し、市⺠に情報提供し
た。

Ｂ
 性感染症に関する図書の貸出が
少なかった。

55 受動喫煙や妊産婦の喫煙防⽌に対する啓発  受動喫煙による健康への悪影響や、⺟性保護の観点から、
妊産婦及び近親者の喫煙防⽌について啓発資料を活⽤し、啓
発します。

健康増進課  各種健康教室や相談、⺟⼦健康
手帳交付時等において、受動喫煙
による健康への悪影響の認識度を
高め、特に妊産婦及び近親者の喫
煙防⽌について普及啓発を⾏う。

 妊娠届出時及び新⽣児訪問時
に、妊産婦や家族の喫煙の有無を
確認し、喫煙と受動喫煙のリスク
について指導を⾏っている。

Ａ

 受動喫煙のリスクついての理解
は得られるが、周囲の協⼒が難し
いことがある。

56 学校教育における薬物や喫煙等に関する教育の実施  児童⽣徒・保護者に対し、薬物や喫煙等に関する教育を⾏
います｡

学校教育課  児童・⽣徒・保護者に対して薬
物や喫煙等の使⽤防⽌に関する教
育や啓発を⾏う。

中学校薬物乱⽤
防⽌教室実施率
100％

 保健や学級活動時に、児童⽣徒
の発達段階に応じて薬物や喫煙な
どに関する指導を⾏った。

Ａ

 資料などを活⽤し、薬物や喫煙
など、体に及ぼす害について学ぶ
ことができた。

57 配偶者等に対する暴⼒の防⽌と根絶に向けての人権意識の高揚  市⺠に対して、配偶者等からの暴⼒に関して正しい理解が
得られるようリーフレットを作成し配布するとともに、セミ
ナーやシンポジウムの開催、地域における各種団体の研修会
や講座等の機会を活⽤し啓発します。
男⼥共同参画センターのＤＶに関する各種資料や図書を充実
します。

 「⼥性に対する暴⼒をなくす運動」期間を周知することに
より、ＤＶに対する問題意識を市⺠へ広げるよう啓発しま
す。

人権推進課  DVに関する図書や、講座案内
を配架し、市⺠に情報提供すると
ともに、「⼥性に対する暴⼒をな
くす運動」期間にパネル展を開催
し、市⺠に啓発する。

 DVに関する図書や、講座案内
を配架し、市⺠に情報提供すると
ともに、11⽉12⽇から25⽇まで
の「⼥性に対する暴⼒をなくす運
動」期間にパネル展を開催し、市
⺠に啓発した。

Ａ

 パネル展では、市役所正面玄関
の風除室に掲示することにより、
多くの市⺠の方に⾒ていただけ
た。

54 性感染症についての啓発と予防  性教育を正しく⾏うとともに、性感染症（ＨＩＶ／エイ
ズ・クラミジア等）の予防と早期発⾒のため、正しい知識や
情報を提供します。
 また、ＨＩＶ／エイズに対する偏⾒や差別をなくすための
取組を推進します。
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№ 具体的施策 施策の内容 担当課名 令和４年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

令和４年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

58 性犯罪、売買春、ストーカー⾏為等への防⽌対策の実施  性犯罪、売買春、ストーカー⾏為等の根絶に向けた総合的
な取組として、早期発⾒・早期対応に取り組むとともに、⼥
性を保護する体制を関係機関と連携して進めます。

配偶者暴⼒相談支
援センター

 庁内関係部署や警察等関係機関
と連携し早期発⾒に取り組むとと
もに、関係機関と連携し、被害者
の安全確保のために早期に対応す
る。

 庁内関係部署や警察等関係機関
と連携し早期発⾒に取り組む体制
を整えている。 Ａ

 2⽉末現在対象事例が2件あり、
本人の安全を最優先に警察と連携
しながら対応できた。

59 市職員を対象とした配偶者等に対する暴⼒に関する研修の実施  市職員を対象に研修を実施し、市職員の配偶者等に対する
暴⼒についての認識の向上に取り組みます。

配偶者暴⼒相談支
援センター

 DV対策連携会議の構成員を対
象としたDVに関する研修会を実
施する。

研修会の実施
１回

ＤＶ対策連携会議構成員を対象と
した研修会
 開催⽇︓11⽉9⽇
 講 師︓岩本華⼦さん
     （奈良教育⼤学特任講
師）
 テーマ︓市町村におけるDV被
害者へのよりよい支援に向けて－
面接ツールの活⽤－
 参加者︓45人

Ａ

 多数の職員を対象にDV被害者
の心理や支援の際に気を付けなけ
らばならないことなどについてお
話いただけ、今後の被害者により
よい支援を⾏ううえでの参考とす
ることができた。

60 相談・支援体制の充実  ＤＶ被害者支援（相談）対応マニュアルに基づき対応しま
す。
 配偶者等に対する暴⼒についての相談窓⼝を周知するとと
もに、相談しやすい窓⼝の体制をつくります。
専門家と連携し、相談体制を充実します。
 関係機関や関係各課と連携し、被害者の保護や自⽴に向け
て支援します。
 相談者の事務手続きの負担を軽減するための体制を構築し
ます。
 災害時におけるＤＶ被害者に対する支援体制を整えます。

配偶者暴⼒相談支
援センター

 「配偶者暴⼒相談支援セン
ター」における相談体制を充実す
るとともに、庁内関係部署や関係
機関とも連携して被害者を支援す
る。

 被害者の情報漏洩を防ぐ手段と
して「セキュリティカード」を作
成し、庁内電⼦掲示板において全
職員に周知徹底するとともに、該
当する被害者にカードを配布し
た。 Ａ

 セキュリティカードを作成し配
布したことにより、被害者が周り
を気にせずに自らDV被害者であ
ることを職員に伝えることができ
ている。
 職員にとってもDV等の被害者
が一目で分かるため、配慮して対
応することができ、被害者のより
よい支援と情報漏洩の防⽌に役
⽴っている。

61 関係機関との連携強化及び庁内ＤＶ対策連携会議の開催  庁内ＤＶ対策連携会議を開催し、ＤＶ被害者支援（相談）
対応マニュアルに基づき関係各課と連携するとともに、関係
職員の認識を共有します。
必要に応じて、ＤＶ被害者支援ケース検討会議を開催し、関
係機関と連携して対応します。

配偶者暴⼒相談支
援センター

 庁内や関係機関との連携をス
ムーズに⾏い、迅速、効果的な被
害者支援を⾏う体制を整えるた
め、DV対策連携会議を開催す
る。

 連携会議を年
１回、実務者会
議を年２回開催
する。

連携会議兼実務者会議
 開催⽇︓11⽉9⽇
実務者会議
 開催⽇︓2⽉1⽇ Ａ

 連携会議において、DV被害者
の支援についての注意事項等につ
いて確認し合い、実務者会議では
DV被害者の心理を実感するため
のバリア・モデルワークを⾏い、
被害者の心理について学んだ。

⼦育て支援課  配偶者暴⼒相談支援センターと
の⽉2回の情報交換会を開催し、
⽇頃から連携体制を整えておく。
 必要に応じケース会議を開催
し、支援体制を整え、迅速な対応
に努める。

 各関係機関と連携を密にし、
ケース会議を開催し支援体制を整
え、各機関が役割を担い迅速な対
応に努めた。
 また、ＤＶ相談室とは定期的
（⽉２回）に情報共有を実施し
た。

Ａ

 ケース会議の開催やDV相談室
との定期的な連絡会の実施によ
り、連携事案の把握や迅速な対応
に繋がった。

62 ＤＶのある家庭の⼦ども及び家族に対する支援  ＤＶ被害者支援（相談）対応マニュアルに基づき、対応し
ます。
⼦どもの目の前で⾏われるＤＶは、⼦どもへの心理的虐待に
当たり、⼦どもにも深刻な被害を与えることから、要保護児
童対策地域協議会と連携しながら早期発⾒に取り組み、ＤＶ
のある家庭の⼦ども及び家族への訪問、指導、援助の体制を
つくるとともに、暴⼒の連鎖を防ぐよう取り組みます。
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配偶者暴⼒相談支
援センター

 要保護児童対策地域協議会と連
携し、早期発⾒に努める。

 面前ＤＶは児童虐待であるとの
認識の基、該当するケースは⼦育
て支援課と情報共有を図り、適切
に対応している。

Ａ

 今後も緊密に情報共有を図り、
緊急時には即時に連携して支援を
⾏える体制を維持していきたい。

⼦育て支援課  家庭児童相談に加え、児童虐待
の予防や早期発⾒のための関係機
関との連携強化を目的とした虐待
予防ネットワーク事業（オレンジ
ネットワーク）を実施する。
 また、虐待防⽌研修会を実施
し、関係者の理解を深めめるとと
もに専門性の強化を図る。

・保育所、認定
こども園、学校
等47施設訪問
・虐待予防研修
会1回実施

 ⼦ども家庭支援員による相談を
実施し、相談者のニーズに的確に
対応していくため関係機関と連携
を図りながら支援体制の充実に努
めた。また現場との連携を目途
に、保育所、認定こども園、学校
等を訪問し情報交換した。

Ａ

 オレンジネットワーク事業で
は、学校園だけで抱えているケー
スの共有が図れ、連携支援に繋
がった。
 また、関係機関との連携を目的
とした研修会を開催し、虐待予防
の意識を高める機会となった。

配偶者暴⼒相談支
援センター

 要保護児童対策地域協議会及び
関係機関と連携し、支援する。

 要保護児童対策地域協議会に出
席することにより、情報共有が図
れ、緊急時にスムーズに対応でき
る体制ができている。

Ａ

 面前ＤＶなど⼦育て相談が直接
関わっていない事案にも、要保護
児童対策地域協議会と連携するこ
とにより、児童の安全に配慮した
対応ができている。

健康増進課  保健師、助産師、看護師等の専
門職が訪問指導等を⾏い、関係機
関と連携しながらケースの早期把
握と虐待防⽌、救済体制の強化を
図る。

 ⽣後4か⽉までにこんにちは赤
ちゃん訪問を⾏い、養育状況を確
認し、育児の不安や保護者の相談
にのっている。

Ａ

 訪問実施時に、不安や困ったこ
とについて確認し、関係機関の支
援が必要な方については連携し
た。

学校教育課  虐待が疑われる情報が⼊った際
には、早急に学校・⼦育て支援
課・福祉課などの関係機関と連携
を⾏い、必要に応じてケース会議
を実施する等、早期対応を⾏う。

 教育現場における児童虐待対応
マニュアルを活⽤し、各校で研修
の周知を⾏った。学校・市教委・
関係機関が連携を図り、必要に応
じてケース会議をするなど、迅速
な対応を⾏った。

Ａ

 学校・市教委・関係機関が連携
することで早期対応をすることが
できた。今後も関係機関と情報共
有を図り、早期発⾒・早期対応を
していく。

教育・保育課  各園（所）に配付している「児
童虐待対応マニュアル」を活⽤す
るなど、園（所）から虐待が疑わ
れる情報が⼊った際には、素早く
関係機関と連携を⾏い、必要に応
じてケース会議を実施していく。

 虐待防⽌のために、園所内や市
教委、各関係機関が連携を取って
情報共有を⾏うとともに、必要に
応じてケース会議や面談を実施し
た。

Ａ

 虐待に対しての早期発⾒、情報
共有、連携を図ることができた。
今後も各関係機関と連携を深め、
虐待予防・早期発⾒に努めたい。

児童虐待防⽌と救済体制の整備  児童虐待に対する相談・支援体制を充実するとともに、虐
待の防⽌と救済のため、要保護児童対策地域協議会が協⼒し
て対応できる体制や地域のネットワークの連携強化を進めま
す。

63
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介護保険課  高齢者虐待の知識や相談窓⼝の
啓発を⾏うとともに、困難事例や
虐待を把握した場合は、専門職種
が相互に連携して、早期に対応、
支援を⾏う。
 また、虐待相談受理後から終結
までに⾏われる支援について、警
察や他課、関係機関と情報共有が
得られるように連携を深めてい
く。

 困難事例や虐待事例を把握した
場合は、関係機関と連携を図りな
がら速やかに対応した。

Ｂ

 関係機関の専門職と連携を図り
ながら成年後⾒制度や介護サービ
ス等が適切に利⽤できるよう、速
やかに支援を⾏っている。
 早急に分離が必要な場合に、⾦
銭面や空き状況等から、受け⼊れ
施設の調整に時間がかかる場合が
ある。

障害福祉課  虐待相談窓⼝を設置。
 県が開催する虐待をテーマとす
る研修会に、市内事業所等の参加
を促し、虐待に対する理解と認識
を深めるとともに虐待相談窓⼝の
啓発を⾏う。また、12⽉の障がい
者週間に障害者虐待防⽌に関する
研修会を開催予定にしている。

 令和４年度も昨年度に続き、基
幹相談支援センター職員全員が県
主催の障害者虐待対応向上研修を
受講し、虐待相談や通報があった
際に対応した。また、12⽉の障が
い者週間に市内の法律事務所の弁
護⼠を招き、司法の視点から障害
者虐待防⽌についての研修会を開
催、参加者と共有した。

Ａ

 令和4年度より障害者虐待防⽌
に関する研修が義務化となったこ
ともあり、虐待防⽌に対する意識
が高まってきている。研修に参加
した専門職の方々からも質問が出
ており、対応に関する前向きな姿
勢がうかがえる。
 しかし、虐待かどうか疑わしい
ケースについて相談や通報が遅れ
ることもまだまだあるため、連携
強化をさらにはかっていく必要が
ある。

人権推進課  「セクハラ」を始めとするハラ
スメント防⽌に関する図書を配架
し、啓発する。

 ハラスメント防⽌に関する図書
や、講座案内を配架し、市⺠に情
報提供した。 Ｂ

 ハラスメント防⽌に関する図書
の貸出が少なかった。

学校教育課  スーパーカウンセラーやスクー
ルカウンセラー、スクールソー
シャルワーカーを配置することに
より、学校の相談体制の充実を図
る。

 スクールカウンセラー、スー
パーカウンセラー、スクールソー
シャルワーカーを配置し、相談体
制の充実を図った。

Ａ

 学校の相談体制を充実させるこ
とにより、児童⽣徒や教職員が相
談しやすい体制を整えることがで
きた。

教育センター  教育相談を実施して、早期発⾒
と啓発に努める。

年間相談件数
500件以上

 2⽉末までで、422件の相談が
あった。すべての相談について、
時間をかけて丁寧に対応した。

Ａ
 今後も来談者に寄り添った丁寧
な対応を継続する。

66 市職員に対する各種ハラスメント防⽌に関する研修の実施  市職員に対し、「職場におけるハラスメントの防⽌等に関
する要綱」を周知するとともに、各種ハラスメントの研修を
充実します。

総務課  職場におけるハラスメント防⽌
に関する職員通知や研修等を実施
する。

 職員通知を実
施する。

 令和4年度の内部研修におい
て、カスタマーハラスメント
研修を２回実施（同一内容）
した。

Ａ

 カスタマーハラスメントに
対する適切な対応方法や手順
を学んだ。今後の各種ハラス
メントの防⽌のために研修の
実施や周知を⾏う。

64 高齢者、障がい者の虐待防⽌と救済体制の整備  高齢者、障がい者の虐待に対する相談・支援体制を充実す
るとともに、虐待の防⽌と救済のため、関係機関が協⼒して
対応できる体制や地域のネットワークの連携強化を進めま
す。

学校教育、社会教育の場での各種ハラスメント防⽌のための啓
発・教育

 各種ハラスメント防⽌のための啓発及び教育に取り組みま
す。
 「セクハラ」「パワハラ」「妊娠・出産・育児又は介護」
等にかかるハラスメント防⽌の指針に基づき、早期発⾒に努
めるとともに、相談体制を充実します。

65
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67 企業等への各種ハラスメント防⽌に関する支援  職場での各種ハラスメント防⽌について、企業や労働者へ
啓発します。

商⼯振興課  兵庫労働局及び公共職業安定所
他の資料を配布し、啓発する。

 市内企業に兵庫労働局及び公共
職業安定所他の資料を配布し、啓
発した。

Ａ
 継続して資料を配布すること
で、各種ハラスメント防⽌の啓発
ができた。

障害福祉課  障害者総合支援法に基づく障害
福祉サービスや児童福祉法に基づ
く児童通所支援の提供、三木市障
害者基幹相談支援センター等によ
る⽣活や就労に関する支援や情報
提供を⾏う。

 障害者基幹相談支援センターで
の就労相談件数は延58件あった。
 また、障害者継続雇⽤の手助け
を目的とした「障害者雇⽤促進助
成⾦交付事業」の制度案内チラシ
を市内企業に配付した。助成⾦交
付件数は９件。

Ａ

 法定雇⽤率が引き上げられ、企
業が障がい者を労働者として求め
る機会が増えている。今後も継続
して企業と就労を希望する障がい
者をスムーズに結びつけるかが課
題となる。

商⼯振興課  兵庫労働局及び公共職業安定所
他の資料を配布し、啓発する。

 兵庫労働局及び公共職業安定所
他の資料を配布し、啓発した。

Ａ

 継続して資料を配布すること
で、障がいのある人が住み慣れた
地域で安心して⽣活し、社会参加
や地域活動ができるよう、サービ
スの選択に必要な情報の提供がで
きた。

障害福祉課  障害者総合支援法に基づく障害
福祉サービス及び児童福祉法に基
づく児童通所支援の提供を⾏って
いく。

 事業所の増加に伴い、事業に対
して三木市独自のルールを設定、
スムーズに福祉サービスが利⽤で
きるように学校や福祉サービスの
事業所に周知を図った。

Ａ

 学校・福祉・家庭との連携をと
り、スムーズに運⽤できた。支援
が必要な児童が増加しているた
め、受け⼊れ事業所や、療育に対
する⽇数の整備など検討していく
必要がある。

⼦育て支援課  ⼦育て支援相談窓⼝やキャラバ
ン等の事業を通じて、情報提供及
び関係課と連携を図り専門的な相
談を案内する。

 ⼦育て支援相談窓⼝での相談を
主に要支援児童連絡会で関係機関
と情報共有を⾏い、適切な相談先
を案内した。

Ａ

 ⼦育て支援コーディネーターを
配置することで幅広い相談を受け
⼊れることができている。要支援
児童連絡会で関係機関と情報共有
もできた。

健康増進課  健診や相談業務を通して乳幼児
の障がいや発達の遅れを早期に発
⾒し、必要な支援を受けることが
できるよう関係機関等との連携を
図る。

・乳幼児健診
（乳児、1歳6か
⽉児、3歳児）を
各⽉１回
・５歳児発達健
診、５歳児発達
相談を9〜3⽉に
実施。
・すこやか相談
年１２回、発達
相談年５０回程
度

 1歳6か⽉、3歳児健診において
は、心理職を配置している。
 また、医師、心理⼠等による発
達専門相談を定期的に実施し、関
係機関との連携も継続している
（発達専門相談︓51回）。

Ａ

 障害の早期発⾒だけでなく、保
護者の育児の不安等を解消すると
ともに、児の心⾝のすこやかな発
達を促す取組であるため、今後も
継続する必要がある。
 感染予防対策をとりながらの健
診・相談継続実施の⼯夫が課題で
ある。

69 障がいのある⼦どもを持つ保護者と障がいのある保護者の⼦育て
への継続的な支援の充実

 障がいのある⼦どもに対し、継続して支援するとともに、
その保護者に対しても相談等、必要な支援を実施します。
 また、障がいのある保護者に対して、⼦育てに係る継続し
た支援を実施します。

68 障がいのある人が自⽴するため、必要な情報の提供と企業に対す
る啓発活動

 障がいのある人が住み慣れた地域で安心して⽣活し、社会
参加や地域活動ができるよう、サービスの選択に必要な情報
を提供します。
 また、雇⽤を充実するため、ハローワークと連携し、企業
に対して啓発します。
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Ⅳ　男女が共に安心して生活できる環境の整備

№ 具体的施策 施策の内容 担当課名 令和４年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

令和４年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

教育センター  発達教育相談を医師により実施
する。

 ⽉1⽇、1⽇あ
たり最⼤3件の相
談を実施

 2⽉末までで、24件の相談が
あった。教育相談を⼊⼝にして、
医師への相談へつなげるようにし
た。

Ａ

 今後も教育相談からはじめ、医
師からの助⾔が必要なケースを適
宜つなげるようにする。

学校教育課  スーパーカウンセラーやスクー
ルカウンセラー、スクールソー
シャルワーカーを配置することに
より、学校の相談体制の充実を図
る。

 スーパーカウンセラーやスクー
ルカウンセラー、スクールソー
シャルワーカーを増員し、相談体
制の充実を図った。

Ａ

 学校の相談体制を充実されるこ
とで、保護者が相談しやすい環境
や体制を整えることができた。ま
た、必要に応じて関係機関につな
ぐことができた。

教育・保育課  経済的負担を抱える⽣活困難な
家庭に対して保育所等への⼊所の
配慮や、利⽤可能な制度の周知を
図る。

 保育所・認定こども園等への⼊
所・⼊園の配慮や、経済的負担の
軽減を⾏った。

Ａ

 園や窓⼝のほか、⼦育て支援
コーディネーターを通じての相談
体制の充実が図られている。今後
も継続した取り組みを⾏う。

福祉課  就労支援を積極的に⾏い、ハ
ローワークと連携を図りながら、
就労に結びつける。

2人  対象３名のうち２名が就職まで
つなげられた。
 １名は支援開始したばかり。

Ａ

 困窮しているだけではなく、障
がいがある可能性の方が多い。ハ
ローワークだけでなく、他部署と
連携強化に努める。

⼦育て支援課  ひとり親家庭を対象に、⼦ども
の養育や、保護者の就労、離婚問
題など⽣活全般に関する相談に応
じる。併せて就労技術習得へ向け
てサポートも⾏う。

 相談内容に応じて、弁護⼠、自
⽴支援員、社会福祉協議会、ハ
ローワーク等関係機関と連携し
た。ハローワークとの研修会を実
施し、就労支援に向けたサポート
強化に取り組んだ。

Ａ

 ハローワーク等の関係機関と連
携し、ひとり親の就労支援を⾏っ
た。就労につながらないケースも
あるため、関係機関と調整し支援
を継続する必要がある。

市⺠協働課  三木市国際交流協会と連携し国
際理解講座を開催する。リーフ
レットや広報誌等で外国人住⺠の
現状などを共有し、多⽂化共⽣意
識の向上を図る。

 多⾔語情報の一環として、三木
市で⽣活する外国人住⺠のための
「三木市⽣活ガイドブック（中国
語版）」を発⾏。
 姉妹都市周年事業として、座談
会を2回開催し、62人が参加し
た。
 三木市国際交流協会が「国際理
解講座」を6⽉に2回、9⽉と２⽉
に実施し、116人が参加した。
 市内各公⺠館等で4回、市内小
学校で2回、高校で6回、⼤学で3
回の出前講座を⾏った。

Ｂ

 ガイドブック等は、「外国人住
⺠相談窓⼝」に寄せられるコミュ
ニケーション不⾜からのトラブル
の解消等に活⽤した。市⺠に対す
る多⽂化共⽣の啓発は、同じ地域
に住む者同⼠の国際理解を深める
ことやコミュニケーションを推進
することが⼤切である。市⺠に
「やさしい⽇本語」を周知し、⾔
葉や習慣などのちがいからできる
問題を解消し多⽂化共⽣のまちづ
くりを推進する。

70 ひとり親家庭等への支援

71 多⽂化理解のための教育・啓発の実施  多⽂化共⽣理解講座の開催など、多⽂化の理解について啓
発するとともに、学校教育や⽣涯学習において多⽂化共⽣の
視点を取り⼊れた学習を実施します。

 ひとり親家庭等、⽣活支援を必要とする家庭に対して相
談・支援体制を充実するとともに、就労に必要な知識、技能
の習得を支援します。
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Ⅳ　男女が共に安心して生活できる環境の整備

№ 具体的施策 施策の内容 担当課名 令和４年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

令和４年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

学校教育課  児童⽣徒に対して、多⽂化共⽣
の理解と啓発を進めるとともに、
外国人児童⽣徒の自己実現を支援
する。

 国際理解教育や多⽂化共⽣教育
を総合的な学習の時間などで実施
した。また、外国人児童⽣徒等指
導補助員の派遣や⽇本語指導・オ
ンライン交流会の実施などを通し
て、外国人児童⽣徒の支援を⾏っ
た。

Ａ

 児童⽣徒の多⽂化共⽣の理解は
年々、深まっている。引き続き、
⺟語支援や⽇本語指導を充実さ
せ、外国人児童⽣徒の自己実現を
支援していく必要がある。

市⺠協働課  「やさしい⽇本語」の必要性と
理解の普及を図り、市職員の多⽂
化共⽣意識の向上を促進する。外
国人住⺠への情報伝達や手続きの
円滑化を図るため、各課の作成・
発⾏する書類（通知・案内等）に
ついて、外国人住⺠が理解しやす
いよう⼯夫をするなど、⾏政サー
ビスの不平等や情報格差の解消に
努める。「やさしい⽇本語」での
窓⼝対応を促進する。外国人住⺠
の相談ニーズに応えるため、各種
⾏政手続、⽇常⽣活や在留資格な
どに関する一元的相談窓⼝の充実
を図る。

 「やさしい⽇本語」での窓⼝対
応を促進するため、職員研修とし
て「やさしい⽇本語」研修を2回
実施、参加者は会話編39人、書き
⾔葉編33人。
 「多⽂化共⽣理解講座」を2回
実施、参加者は1回目30人、2回
目24人。
 また、「外国人のみなさんへ」
のホームページの活⽤、市⺠への
案内通知や手続き等に「やさしい
⽇本語」を効果的に発信できるよ
う、関係課と連係、支援を⾏っ
た。

Ｂ

 外国人住⺠の相談では、⽇常⽣
活や在留資格の他、税⾦の納め方
や税⾦の滞納、マイナンバーの相
談が多くなっている。地域住⺠か
らは、外国人住⺠のごみ出しルー
ルや交通ルールについて苦情が多
い。いずれにしても⾏政情報が外
国人に伝わっていないことが原因
と考えられる。

財政課  組織改正に伴い、ルビを記載し
た案内表示看板及び庁内案内冊⼦
の更新を⾏う。
 また、総合案内の外国人対応に
おいて国際交流協会との連携強化
を図る。

100%  庁内案内表示看板及び庁内案内
冊⼦の更新を⾏った。また、外国
人対応においては、国際交流協会
に協⼒を要請し、対応している。

Ａ

 庁内案内表示看板及び庁内案内
冊⼦の更新により、外国人に情報
を発信することができた。また、
庁内案内表示看板の多⾔語化が望
ましいが、現状のスペースでは表
示が難しいため、同看板に二次元
コードを併記し、ホームページに
掲載した庁内案内冊⼦とリンクさ
せて情報を発信した。
 総合案内の外国人対応において
は、必要な窓⼝に案内することが
できた。

73 「ユニバーサルデザインのまちづくり」事業の推進  高齢者や障がい者、外国人等、だれもが暮らしやすく活動
できるまちづくりを進めます。

都市政策課  ユニバーサル社会づくり推進地
区の協議会設⽴を目指す。

 協議会設⽴に至らなかった。
Ｃ

 協議会設⽴を依頼できそうな組
織の抽出。

72 外国人に対する外国語案内表記等の充実と相談体制の充実  必要な各種情報を多様な⾔語や漢字のルビふり、「やさし
い⽇本語」で効果的に発信できるよう、関係機関と連携し、
支援します。
 また、外国人が安心して⽣活できるよう、相談体制を充実
します。
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№ 具体的施策 施策の内容 担当課名 令和４年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

令和４年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

人権推進課  性的少数者を正しく理解するた
めの啓発展示を実施するととも
に、市⺠の理解度について把握す
るためのアンケート調査を実施す
る。

同和教育セミナーにおいて、当事
者の方を講師に迎え講演会を開催
した。
開催⽇︓６⽉17⽇
テーマ︓「パパは⼥⼦高⽣だっ
た」自分らしく⽣きること
講師︓前⽥ 良さん
参加者︓６９名

 市内公⺠館や図書館において、
性的少数者に関する啓発展示を13
回⾏った。
 また、啓発展示や講座の開催時
等においてアンケートを配付し、
1,006件回収できた。

Ａ

 同和教育セミナーでは、多様な
性について、講師自⾝の体験を交
えてお話いただけた。「性の多様
性というより、一人一人認めるこ
とが⼤切だと気づかされた」など
意識が変わったという感想が多く
あり、参加者の満⾜度も高いセミ
ナーであった。
 パートナーシップ制度の導⼊に
肯定的な意⾒が85.0％、否定的な
意⾒が4.2％であり、市⺠の性的
少数者に関する理解が深まってき
ていることが把握できた。

商⼯振興課  兵庫労働局及び公共職業安定所
他の資料を配布し、啓発する。

 兵庫労働局及び公共職業安定所
他の資料を配布し、啓発した。 Ａ

 継続して資料を配布すること
で、性的少数者に関する啓発及び
情報発信ができた。

学校教育課  性的少数者の存在を認識し、そ
の困難な状況を理解するための指
導や支援を⾏うなど、学校におい
て、全ての児童⽣徒が安心して学
校⽣活を送ることができる環境づ
くりを推進する。

 性的少数者への理解を進めるた
めの教育や環境づくりなどの配慮
を⾏った。

Ａ

 すべての児童⽣徒が、安心して
学校⽣活が送れるよう、環境づく
りを進めることができた。

75 公⽂書等における性別表記の⾒直し  性的少数者への人権尊重の観点から、公⽂書等における不
必要な性別表記の⾒直しについて検討します。

全庁  具体的施策75のシートに記載

福祉課  関係課と連携して、相談者に寄
り添い細やかな相談、支援を⾏
う。

３人  対象３名全員が就職までつなげ
られた。 Ａ

 関係課と連携もスムーズにでき
ているが、今後も市全体での連携
が必要である。

介護保険課  障害のある高齢者、外国人の高
齢者など複合的に困難な状況に置
かれている場合があることに留意
し、関係課と連携して支援してい
く。

 庁内他課や関係機関と連携を取
り、複合的困難な状況に置かれて
いる高齢者やその家族に対し支援
を⾏った。

Ａ

 庁内他課や関係機関との連携が
スムーズにできており、迅速な対
応が⾏えた。
 今後も、支援体制の充実に向
け、関係各機関との連携強化に努
める。

障害福祉課  三木市障害者基幹相談支援セン
ターにおいて、社会福祉⼠や精神
保健福祉⼠等の専門職が障がいの
ある方やその家族等に関するさま
ざまな困り事等の相談を実施す
る。

 今年度は4人体制（1⽉以降は3
人体制）で基本・計画相談支援を
実施。社会福祉⼠、精神保健福祉
⼠、相談支援専門員等の専門職を
配置し、ご本人及び支援者等の関
係機関と連携。

Ｂ

 年々相談件数が増加。相談員不
⾜が深刻であり、対応可能なケー
スに限りがある。今後は人員確保
とオンラインを利⽤した体制整備
を検討していく必要がある。

複合的に困難な状況にある⼥性に関する支援体制の充実76  高齢であること、障害があること、外国人であることなど
に加え、さらに⼥性であることにより、複合的に困難な状況
に置かれている場合があることに留意し、関係課が連携して
支援します。

74 性的少数者に関する教育・啓発、情報発信  性的少数者の存在を認識し、困難な状況を理解するための
啓発活動を⾏うなど、職場や地域における理解を深めるため
の取組を推進するとともに、学校教育の場において、児童⽣
徒が安心して学校⽣活を送ることができる環境づくりを推進
します。
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№ 具体的施策 施策の内容 担当課名 令和４年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

令和４年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

市⺠協働課  「一元的相談窓⼝」にて⼥性の
人権に関わる相談があれば、速や
かに担当課と連携し情報共有を図
り支援を⾏う。

 該当する事例はなかった。

Ｃ

 ⼥性の人権に限らず、必要に応
じて担当課と連携し支援した。

配偶者暴⼒相談支
援センター

 高齢である、障害がある、また
は外国人であるDV被害者に対し
て、関係各課と連携しながら支援
に努める。

 複合的に困難な状況におかれて
いる被害者については、関係課と
ケース会議を開催し、情報共有し
対応している。 Ａ

 配偶者暴⼒相談支援センターに
来所される方の支援は、センター
単独で完結できない。
 今後も関係課と連携を密にし、
被害者のよりよい支援に繋げた
い。
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基本目標Ⅳ　具体的施策№７５

具体的施策

施策の内容

担当課名 令和４年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

企画政策課  公⽂書等の性別表記について
は、⽂書ごとに表記の必要性を判
断し掲載を検討する。

随時  公⽂書等における不必要な性別
表記を省く。 Ａ

 引き続き公⽂書等の性別表記の
要否について、確認および適切な
対応を⾏うようにする。

デジタル推進課  公⽂書における不必要な性別表
記はない。

縁結び課  公⽂書における不必要な性別表
記はない。

秘書広報課  当課における公⽂書等には性別
表記はない。

危機管理課  公⽂書等における不必要な性別
表記の⾒直しを検討し、訂正して
いく。

 不必要な性別表記を⾒直し訂正
していく。

Ａ

 性的少数者に配慮し、性別表記
を⾒直し、訂正している。

総務課  公⽂書等における不必要な性別
表記については⾒直し済である。
引き続き留意していく。

 今年度についても、指摘する案
件はなかった。 Ａ

 引き続き留意していく。

市史編さん室  公⽂書等の作成において、性別
表記を⾏うことはない。
 出版物の本⽂中の表現について
は、引き続き慎重を期す。

財政課  公⽂書等の作成時に不必要な性
別表記を⾏わないよう留意する。

100%  公⽂書の性別表記について、不
要なものは求めないよう配慮して
いる。 Ａ

 不要な性別表記は求めていな
い。
 今後も公⽂書における不要な性
別表記を求めないよう配慮してい
く。

経営管理課  公⽂書等における不必要な性別
表記を⾏うことのないよう留意す
る。

随時  当課において、不必要な性別表
記を⾏う公⽂書を作成していな
い。

Ａ

 不必要な性別表記による性的指
向少数者への心理的な負担等はな
かった。

税務課  公⽂書等における不必要な性別
表記はない。

債権管理課  公⽂書等における不必要な性別
表記はない。

市⺠協働課  ⽂書、申請書などの作成時に
は、不必要な性別表記について留
意する。

 統計調査等において必要な場合
を除き、⽂書、申請書などの作成
に際し、不必要な性別表記につい
て留意した。

Ａ

 今後も不必要な性別表記につい
て留意していく。

自己評価︓A…効果有 B…課題有 C…効果無 
 性的少数者への人権尊重の観点から、公⽂書等に
おける不必要な性別表記の⾒直しについて検討しま
す。

 公⽂書等における性別表記の⾒直し
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担当課名 令和４年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

人権推進課  実施計画の策定を徹底すること
により、公⽂書における不必要な
性別表記の⾒直しについて啓発す
る。

 性別表記を有する公⽂書を取り
扱っている全ての課において、実
施計画、取組状況を記載してもら
うよう徹底できた。

Ａ

 今後、具体的にどの⽂書の性別
表記を⾒直したか把握できるよう
努めたい。

市⺠課 公⽂書等における不必要な性別
表記の⾒直しを⾏う。

随時  公⽂書の⾒直しを⾏った結果、
不必要な性別表記は無かった。

Ａ

 今後作成する公⽂書について
も、不必要な性別表記は⾏わない
こととする。

⽣活環境課  配付チラシ、啓発看板等につい
て、不必要な性別表記を精査し、
⽂章表現やイラストに留意する。

随時  ⼗分達成できた。

Ａ

 特になし。

環境課  当課における公⽂書等には性別
表記はない。

福祉課  公⽂書等を作成するにあたり、
不必要な性別表記について⾒直し
を検討する。

   公⽂書等作成時に、性別表記が
必要な場合は、不適切な表記に
なっていないか検討するようにし
た。

Ａ

 公⽂書作成時には多くの目で確
認し、継続して性別表記の必要性
を検討する。

障害福祉課  公⽂書等における不必要な性別
表記の⾒直しについて検討する。

 公⽂書等における不必要な性別
表記の⾒直しを検討した。

Ａ

 今年度訂正したものはなかった
が、引き続き公⽂書等における、
不必要な性別表記の⾒直しを検討
する。

⼦育て支援課  公⽂書等における不必要な性別
表記の⾒直しを検討し、訂正して
いく。

随時  児童手当等の申請書類は現⾏ど
おり、性別表記をして受付を⾏っ
ている。

Ｂ

 児童手当等の申請書類は国から
示された様式であるため、一律に
性別表記を削除することは事務処
理上難しい。

健康増進課  性的少数者への人権尊重の観点
から、公⽂書等における不必要な
性別表記の⾒直しについて検討す
る。

随時  性別により成⻑曲線（体格）の
基準が異なる、⾝体面の疾患の
チェック項目や基準が異なるなど
性別区分が必要な場合も多いた
め、健診や健康相談等の保健事業
全般については、性別表記を求め
た。

Ｂ

 性別表記の不要な保健事業につ
いて検討する。

医療保険課 公⽂書等における不必要な性別
表記の⾒直しを検討する。

随時 公⽂書等における不必要な性別
表記を⾒直し、保険証再発⾏申請
書や限度額証の性別表記を削除
（ともにR4.9⽉〜）した。

Ａ

引き続き公⽂書等における不必
要な性別表記の⾒直しを検討す
る。

介護保険課 公⽂書等における不必要な性別
表記の⾒直しを検討する。

介護保険の各種証書や申請書の
うち、法改正されたものについて
性別表記を省略する。

 「介護保険被保険者証」等につ
いて、令和４年４⽉から性別表記
を省略した。

Ａ

 申請書等における性別表記を⾒
直すことで不必要なものは求めな
いようにした。
 引き続き、公⽂書等における不
必要な性別表記の⾒直しを検討
し、訂正していく。

商⼯振興課  公⽂書等における不必要な性別
表記があれば、⾒直しを検討し、
訂正していく。

随時  公⽂書等における不必要な性別
表記の⾒直しを検討した。

Ａ

 今年度訂正したものはなかった
が、公⽂書等における不必要な性
別表記について検討することがで
きた。
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担当課名 令和４年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

観光振興課  アンケート等における不必要な
性別表記の⾒直しを検討し、訂正
していく。

随時  アンケート作成の際、性別欄を
省くなどの留意をした。 Ａ

 今後も引き続き男⼥共同参画の
視点に⽴った表記により実施す
る。

ゴルフのまち推進
課

 アンケート等における不必要な
性別表記の⾒直しを検討し、適切
な表記に訂正していく。

随時  性別欄の選択肢を増やし、適し
た表現であるかなど、⽂章表現な
どに常に留意した。

Ａ

 今後も引き続き、性的少数者に
配慮し、性別表記を常に⾒直し訂
正する。

農業振興課  関係課と連携し、必要に応じて
適正な表記に訂正していく。

100%  鳥獣対策専門員の受験申込⽤紙
の性別欄を「任意又は未記載とす
ることも可能」との記載を追加し
た。

Ａ

 引き続き、不必要な性別表記が
あった場合は表現を検討し、訂正
していく。

道路河川課  公⽂書等における不必要な性別
表記の⾒直しを検討し、訂正して
いく。

随時  公⽂書等の作成時に不必要な性
別表記を⾏わないよう注意を払っ
た。

Ａ

 関係事項が⽣じた場合、適切な
対応を⾏っていく。

プロジェクト推進
課

 公⽂書等における不必要な性別
表記の⾒直しを検討し、訂正して
いく。

 性別を⾒直した公⽂書はなかっ
たが、資料等の作成では、性別表
記の⾒直しを推進し、性別を連想
させるような表現は修正した。

Ａ

 公⽂書等の作成にあたっては、
性別に関する表記は特に留意して
いく。

都市政策課  公⽂書等における不必要な性別
表記の⾒直しを検討し、訂正して
いく。

随時  公⽂書等の作成の際は、不必要
な性別表記がないか⾒直しを⾏っ
た。

Ａ

 今後も⾒直しを⾏い、不必要な
性別表記があった場合は訂正して
いく。

交通政策課  公⽂書等における不必要な性別
表記の⾒直しを検討し、訂正して
いく。

 三木市における地域公共交通に
関するアンケート調査に際し、
「男・⼥」に加え「その他」と
「回答しない」を設けて、調査を
⾏った。

Ａ

 引き続き、公⽂書等における不
必要な性別表記の⾒直しを検討
し、訂正していく。

建築住宅課  公⽂書等における不必要な性別
表記の⾒直しを検討し、訂正して
いく。

 公⽂書等に不必要な性別表記が
ないか確認した。

Ａ

 引き続き公⽂書等に不必要な性
別表現がないか確認し、あれば訂
正していく。

⽔道業務課  当課における公⽂書等には性別
表記はない。

⽔道⼯務課  当課における公⽂書等には性別
表記はない。

下⽔道課  当課における公⽂書等には性別
表記はない。

会計室  当所属における公⽂書等には性
別表記はない。

議会事務局 公⽂書等における不必要な性別表
記は⾒直し済みであるが、引き続
き、留意していく。

随時  公⽂書等の作成の際に、不必要
な性別表記がないか確認したが、
改善が必要なものはなかった。

Ａ

 今後も引き続き、公⽂書等を作
成する際には、不必要な性別表記
がないか留意していく。
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（人、％、回数
等）

各課事業取組状況
自己
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効果と課題

選挙管理委員会  不要な性別表記はしないことと
する。

100%  法令や規則で決まっているもの
以外は、不要な性別表現を⾒直し
ている。 Ａ

 決まった様式に従わざるをえな
いものも多いが、継続的に⾒直し
を進めていきたい。

監査・公平委員会  当所属における公⽂書等には性
別表記はない。

農業委員会  性別表記に関しては、⼥性委員
数及び⼥性農業者数の把握のため
の利⽤に限定する。

100%  性別表記に関しては、⼥性委員
数及び⼥性農業者数の把握のため
の利⽤に限定している。

Ａ

 今後も申請書等における不必要
な性別表記を求めない。

消防本部  公⽂書等における不必要な性別
表記があれば、⾒直しを検討し、
訂正していく。

随時  不必要な性別表記はなかった。

Ａ

 今後も、「男⼥共同参画の視点
からの表現ガイドライン」に沿っ
て、不必要な性別表記があれば、
⾒直しを実施していく。

教育総務課  申請書類等の性別表記の必要性
を検討し、必要でないものには性
別欄を設けない。

随時  不必要な性別標記がないか、⽂
書作成時に⾒直しを⾏った。

Ａ

 今後も随時⾒直しを継続する。

教育施設課  公⽂書等における不必要な性別
表記の⾒直しを検討し、訂正して
いく。

随時  公⽂書における不必要な性別表
現についてチェックを⾏った。

Ａ

 今後も公⽂書における不必要な
性別表現の⾒直しを継続してい
く。

⽂化・スポーツ課 公⽂書等における不必要な性別
表記の⾒直しを検討し、表記に留
意し訂正があれば訂正していく。

随時
50％

 申請書等の記載が不必要なもの
については性別の項目を記載して
いないが、出品申込書等の統計的
な意味合いで記載を求めているも
のについては、必要性を精査し、
記載内容を検討する。

Ｂ

 統計をとるために性別の項目の
記載を求める箇所があった。必要
不必要について検討中である。

⽣涯学習課  公⽂書等において不必要な性別
表記を⾏っていないか⾒直しを検
討し、訂正していく。

 不要な性別表記を⾏っていない
か、課全体で随時確認している。 Ａ

 今後作成する⽂書についても不
必要な性別表記のないよう、適宜
確認に努める。

学校教育課  公⽂書等における不必要な性別
表記の⾒直しについて推進する。

 公⽂書などにおける不必要な性
別表記の再確認を⾏った。

Ａ

 性別表記の⾒直しを毎年⾏うこ
とにより、多様な人々への配慮の
視点を持つことができた。

学校再編室  公⽂書等における不必要な性別
表記は⾏わない。

 公⽂書などにおける不必要な性
別表記の再確認を⾏った。

Ａ

 性別表記の⾒直しを毎年⾏うこ
とにより、多様な人々への配慮の
視点を持つことができた。
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教育・保育課  各公⽂書等を⾒直し、不必要に
男⼥の表記がないか検討する。

 新たな⽂書を作成する際には、
複数の目で確認し、不必要な表記
がないか検討した。
＜令和3年度＞
【11/1作成】みっきい保育教諭
登録申込シート
＜令和4年度＞
【6/25変更】令和5年度採⽤正規
職員採⽤受験申込書
【10/7変更】令和5年度採⽤会計
年度任⽤職員受験申込書

Ａ

 今後も課内で意識を高め、確認
していく。

図書館  利⽤申込書等における性別表記
に配慮し運⽤する。

随時  利⽤申込書等における性別表記
に配慮し運⽤した。 Ａ

 今後も、性別表記の必要性につ
いて配慮する姿勢を持つ。

教育センター  公⽂書等における不必要な性別
表記を検討し、⾒直す。

100%  昨年度に⾒直しを⾏った⽂書に
ついて、再度確認を⾏った。 Ａ

 今後も、適宜⾒直しを⾏うよう
にする。
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基本目標Ⅴ

№ 具体的施策 施策の内容 担当課名 令和４年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

令和４年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

77 若者を新たに雇⽤する企業への支援  若者の正規雇⽤に積極的に取り組む市内企業を支援すると
ともに、若者の雇⽤の促進及び⽣活の安定化に取り組みま
す。

商⼯振興課  三木市若年者雇⽤促進助成⾦に
より、若年者を雇⽤する企業を支
援する。

20人  三木市若年者雇⽤促進助成⾦交
付申請18名（12事業所）
（R5.2.8現在）

Ａ

 補助⾦を交付することで、三木
市在住の若年者を雇⽤した企業を
支援することができた。

78 若者の交流支援  結婚を望む男⼥に対する出会いサポート事業を推進し、出
会いの場を提供します。

縁結び課  少⼦化の主な要因の一つである
「晩婚化」への対策として、結婚
を希望しながら出会いの機会の少
ない男⼥を応援する。

成婚年10組  出会いサポーターによる、相談
者（結婚希望者）のお⾒合いの機
会を提供している。また、みき
ハート（出会い交流部会）による
お⾒合いパーティーについては、
1回開催した。

Ｂ

 コロナ禍でも結婚を希望しなが
ら出会いの機会の少ない男⼥のた
めに、お⾒合いの場を設け婚活を
サポートし、４組が成婚した。婚
活パーティーについては感染症対
策をとったうえで定期的に開催で
きるよう検討する。

人権推進課  三木市人権・同和教育協議会と
協⼒して、市内の中学⽣、高校
⽣、⼤学⽣を対象にデートＤＶ防
⽌事業を実施する。

 今年度はデートＤＶに関する事
業は⾏えなかった。

Ｃ

未実施

学校教育課  中学校における人権教育の中
で、相手を尊重し⼤切にする等の
指導を⾏う。

 道徳の時間などを中心に相手を
尊重し⼤切にする姿勢を育む学習
を⾏った。 Ａ

 児童⽣徒の人権意識や相手を⼤
切にすることへの理解は深まっ
た。

教育センター  適応教室指導員２名を配置し、
⼦どもの社会参加を目的とした適
応教室「みっきぃルーム」を実施
する。

 通級⽣全員が
何らかのかたち
で学校や担任と
かかわりを持
つ。

 2⽉末までで、13人の通級⽣が
あった。小学⽣がこれまでは1人
程度だったのが今年は4人と対応
をなり、みっきぃルームが安心で
きる居場所になっていた。

Ａ

 まずはみっきぃルームが安心で
きる居場所となり、あわせて学校
とのつながりを意識しながら、広
い意味での社会参加につながるよ
う、今後も支援を続ける。

学校教育課  スクールカウンセラー、スクー
ルソーシャルワーカー、スーパー
カウンセラー、不登校対策指導員
を配置し、学校の教育相談活動を
充実させるとともに、関係機関と
の連携を図り、ひきこもり傾向に
ある不登校児童⽣徒の自⽴を支援
する。

 スーパーカウンセラーやスクー
ルカウンセラー、スクールソー
シャルワーカー、不登校対策指導
員を配置するとともに、改定した
不登校早期対応マニュアル
「IKOKAマニュアル」に基づき取
組を進めた。また。不登校アク
ションプランを実施し、学校と連
携して不登校児童⽣徒の支援を
⾏った。

Ａ

 昨年度より不登校の出現率は増
加している。不登校の原因が多岐
にわたっている。今後は、人的支
援の増加を⾏い、不登校児童⽣徒
の実態を把握するとともに、個々
に合った対応ができるよう、学
校・関係機関とより連携を密にし
対応していく。

教育センター  ⻘少年カウンセラー １名週５
⽇ で実施。

年間相談件数
200件以上

 2⽉末までで、317件の相談が
あった。 Ａ

 引き続き来談者の気持ちに寄り
添った相談に努める。

健康増進課  必要に応じて関係機関と連携の
うえ柔軟に対応する。

 必要に応じて相談に応じ、関係
機関と連携している。 Ａ

 関係機関と連携し、対応できて
いる。

自己評価︓A…効果有 B…課題有 C…効果無

81 思春期の⼦どもの相談・支援の充実  思春期に悩む⼦どもや保護者が安心して相談できる体制を
充実します。

中学・高校⽣等を対象としたデートＤＶ防⽌講座に対する支援す
る支援

 中学⽣、高校⽣、⼤学⽣などに対し、交際相手や配偶者等
からの暴⼒の問題について考える機会を積極的に提供し、若
年層を対象に啓発します。

79

80 不登校、集団参加への不適応に対する相談・支援の充実  不登校などをなくすため、関係課が連携して家庭訪問、専
門家の派遣、適応教室などを実施します。
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№ 具体的施策 施策の内容 担当課名 令和４年度各課事業実施計画
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自己
評価

効果と課題

人権推進課  毎週⽕、木曜⽇に「⼥性のため
の相談室」を開設し、思春期の⼦
どもに悩む⺟親の相談に対応す
る。

  毎週⽕、木曜⽇に「⼥性のため
の相談室」を開設した。
・電話相談  163件
・面接相談  32件
 （2⽉末現在）

Ｂ

 ⼥性相談員による⼥性の⽴場に
⽴った相談が⾏われており、利⽤
者が増加している。一方、電話が
つながらない等の苦情も発⽣して
おり、電話相談の制限時間を設け
る必要があると考えている。

学校教育課  学校において、人権教育推進計
画に基づき、それぞれの発達段階
を踏まえ、教育活動全体を通じ
て、⽣命や個性の尊重を基盤とし
た男⼥平等・男⼥共同参画の⾒方
や考え方が形成される教育を推進
する。

 教育活動全体を通して、⽣命や
個性の尊重を基盤をした男⼥平
等・男⼥協働参画の⾒方・考え方
を形成する教育を⾏った。 Ａ

 道徳科や特別活動の時間におい
て、人権教育資料を活⽤し、男⼥
共同参画についての意識や理解を
進めることができた。

教育・保育課  男⼥差を感じさせない環境づく
りをし、⼦どもの個性や能⼒を伸
ばす保育をする。

 名簿を男⼥混合で作成したり、
男⼥で色分けしないなど、性差を
感じさせない環境づくりや保育を
⾏った。

Ａ  ⼦ども一人一人の存在価値を高
める教育・保育へと繋がった。

健康増進課  学校及び学校教育課と連携し、
中学⽣を対象とした事前学習と認
定こども園児とのふれあい体験学
習を⾏う。

年3回  吉川中学校3年⽣を対象に、思
春期保健福祉体験学習として、園
児とのふれあい体験を実施した。
 理解を深めるために、事前学習
を実施した。

Ａ

 中学⽣が命の⼤切さや自分を⼤
切にすること、⼦育てについて学
ぶことができた。

学校教育課  感染状況を鑑み、可能な範囲
で、総合的な学習やトライやる・
ウィーク等の活動の中で、児童⽣
徒が幼児とのふれあい体験学習を
⾏う。

 総合的な学習の時間やトライや
るウィークの職場体験活動で、児
童センターや幼稚園、⼦ども園な
どで幼児とのふれあい体験学習を
実施した。

Ａ

 ふれあい体験を通して、幼児に
対する優しさを育んだり、かかわ
り方を学んだりし、児童⽣徒の自
尊感情を高めることができた。

84 学校教育における性教育の充実  児童⽣徒が発達段階に応じ、性に関する正しい知識を⾝に
つけ、⽣命の⼤切さを理解し、望ましい⾏動がとれるよう、
学校における性に関する教育を充実します。

学校教育課  児童⽣徒の発達段階に応じた性
教育を実施し、男⼥が互いに尊重
し、協⼒することを指導する。

 児童⽣徒の発達段階に応じた資
料を⽤いて、保健や学級活動など
の時間に性教育を実施した。 Ａ

 ⽣命の神秘や命の⼤切さを理解
し、自分も相手も⼤切な存在であ
ることを理解できた。引き続きあ
らゆる機会を捉えて指導してい
く。

学校教育課  教職員が男⼥共同参画社会の実
現をめざす視点をもち、男⼥平等
についての意識を高めるための研
修を充実する。

 男⼥を問わず、⼦ども一人一人
の人権を⼤切にする研修を実施し
た。 Ａ

 市教委主催の人権研修会や校内
研修会など学校における児童⽣徒
の人権について学んだことで、教
職員の人権意識を高めることがで
きた。

教育センター  研修会の中で啓発に努める。 1回  校則の⾒直しやインクルーシブ
教育に関する研修で、男⼥平等に
関する内容にふれた。

Ａ
 人権教育を含んだ研修の中で、
男⼥平等にふれるようにする。

83 思春期保健福祉体験学習の実施  総合的な学習やトライやる・ウィークなど授業の一環とし
て幼児とのふれあい体験学習を推進します。

85 男⼥共同参画に関する教育・保育関係者の研修の充実  教職員・保育⼠等が男⼥共同参画社会の実現をめざすとい
う視点をもち、男⼥平等についての意識を高めるための研修
を充実します。

82 男⼥平等や人権尊重についての指導と個性や能⼒を⽣かした教育
の推進

 男⼥の平等や人権の尊重について適切に指導し、性別によ
らない⼦ども一人一人の個性や能⼒を⽣かす教育を進めると
ともに、⼦どもたちがよりよい人間関係を構築できるように
コミュニケーション能⼒を高める学習を進めます。
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人権推進課  男⼥共同参画に関する講座に市
教職員が参加できるよう呼びかけ
るとともに、意識改⾰に繋がるよ
うな情報を発信していく。

 男⼥共同参画週間記念講演会等
に教職員の参加を呼び掛けた。

Ｂ

 参加を呼び掛けたが、参加され
る教職員の方は少なかった。

教育・保育課  男⼥共同参画の視点を含めた人
権研修を実施する。

 各園においては園内研修は実施
したが、新型コロナウイルスの影
響により合同人権研修は実施でき
なかった。

Ｂ  今後も研修の充実に努める。

人権推進課  性暴⼒被害についてのパンフ
レットや図書を配架するととも
に、児童、⽣徒を対象に携帯電話
やスマートフォン等の適切な使⽤
方法についての講座開催に対する
支援を⾏う。

 インターネットと人権に関する
講座開催に対する支援を⾏った。

Ａ

 児童⽣徒の性犯罪被害をはじ
め、様々なトラブルの防⽌に貢献
できた。

学校教育課  学校において、性的な暴⼒の防
⽌についての教育に取り組む。

 道徳や特別活動の時間に、性的
な暴⼒の防⽌について指導を⾏っ
た。また、スマホなどの使⽤の仕
方について学ぶ機会を設定した。

Ａ

 SNSからトラブルに発展した
り、犯罪に巻き込まれたりするこ
とを知り、スマホなどの使⽤の仕
方について理解が深まった。

学校教育課  情報を正しく受けとめる視点を
もつことの重要性を児童⽣徒の実
態に応じて指導する。

 児童⽣徒の発達段階に応じ、情
報モラル教育を実施した。

Ａ

 インターネットなどの危険性を
知るとともに、情報を吟味するな
ど、児童⽣徒のメディアリテラ
シーを高めることができた。

教育センター  研修会でメディアの特性を考え
るとともに、報道される内容に
は、制作者の意図があることを踏
まえて受け⽌めることを児童⽣徒
に指導できるよう、教員への研修
機会を持つ。

1回  情報モラルやデジタル・シチズ
ンシップに関する研修を⾏い、教
員の指導⼒の向上を図った。

Ａ  研修の内容を検討したり、講師
に依頼する際に性に関する事項に
もふれられるように確認する。

88 進路指導の充実  進路指導に当たり、児童⽣徒一人一人の個性を重視し、性
別にとらわれず、能⼒と適性を⽣かした進路が選択できるよ
う、的確に指導します。

学校教育課  ⽣徒一人一人の能⼒、適性を考
慮し、主体的に進路選択ができる
よう指導する。

 ⽣徒一人一人が自分の希望進路
に向けて、性別にとらわれること
なく、能⼒や適性を⽣かした進路
選択ができるよう丁寧に進路指導
を⾏った。

Ａ

 ⽣徒一人一人が主体的に進路を
選択することができた。

 テレビコマーシャルやアニメ、インターネット等から児童
⽣徒が固定的性別役割分担意識や暴⼒、性の商品化などを受
け⼊れることのないよう、メディア・リテラシーを高めるた
め、学校での教育を充実します。

メディア＊42を正しく読み解く⼒を育てる教育の充実87

86 ⻘少年の性暴⼒被害防⽌のための教育・啓発の推進  いわゆる「ＪＫビジネス」等による性暴⼒被害防⽌のた
め、ホームページや広報紙等により啓発するとともに、学校
において性暴⼒被害防⽌についての教育に取り組みます。
 また、ＳＮＳや無料通信アプリ等は、使い方を誤れば性犯
罪に巻き込まれる危険性があるため、児童⽣徒自らが携帯電
話やスマートフォン等の使⽤方法について考えることができ
るよう、性犯罪被害防⽌についての教育と啓発に取り組みま
す。
 さらに、ネットパトロールを⾏い危険度の高い投稿や不適
切な投稿について早期に発⾒し、対応します。
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